
久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 １　人間形成の基礎を培う幼児教育の充実

施　　策 １　子どもたちの人間形成の基礎づくりの支援

成果 課題

１　基本的な生活習
慣の習得に向けた
指導

1

家庭生活状況の把握

（継続的取組み）
学務課

・公立幼稚園の園児の家庭より家庭調査
票を提出していただき、一人ひとりに応じ
た対応をしました。

・幼稚園と家庭が共通の認識をもっ
て課題や注意点などに配慮すること
で、効果的な指導につなげることが
できました。

・保護者との信頼関係を築くことが
重要であり、個々の家庭状況によっ
ては、継続した指導が難しい状況も
ありました。

３
・今後も、一人ひとりに応じた指導が
重要です。そのためにも、家庭状況
を把握し、効果的な指導につなげて
いくことを目指します。

2

生活習慣習得のための指導

（継続的取組み）
学務課

・年齢や個人差を踏まえながら、家庭と連
携を図り、生活習慣を習得することの大切
さを伝え、公立幼稚園と家庭双方とで丁寧
に取り組みました。

・毎日の生活の積み重ねにより、幼
児が自分でできることが増えてきま
した。５歳児が卒園するまでには、
基本的生活習慣が身に付くようにな
りました。

・排泄自立に関しては、個人差が大
きく幼稚園で取り組んでいても、家
庭では、おむつをはかせてしまって
いたりして、自立するまで時間を要
しました。

３
・生活習慣の習得の大切さを啓発し
ながら今後も一人ひとりの幼児に合
わせ、家庭との連携を大切にしてい
くことで、基本的生活習慣の定着を
図っていきます。

２　食育の推進 3

野菜の栽培や収穫体験の実施

（継続的取組み）
学務課

・幼児にとって身近な野菜を、数種類育て
ました。（中央幼稚園６種類、栗橋幼稚園
６種類）
・中央幼稚園は久喜南中学校との交流に
より、栗橋幼稚園は園内の畑でじゃがいも
掘り体験を行いました。

・自分たちで、水やりや生長の様子
をみることで野菜への興味関心をも
たせることができました。

・栽培のための土を作ることが大切
ですが、予算上難しくなっているた
め、工夫する必要があります。 ３

・幼児にとって身近な野菜との出会
いを大切にし、栽培や収穫などの直
接体験の機会を大切にしていきま
す。

4

栄養士による食育指導

（継続的取組み）
学務課

・公立幼稚園において、市内の給食の栄
養士に依頼をし、幼児向けにわかりやすく
食事の大切さについてお話をしていただき
ました。
（中央幼稚園１回/年）（栗橋幼稚園１回/
年）

・専門職の方のお話は幼児にとって
も、わかりやすく、楽しく学ぶことが
できました。

・幼稚園で意識啓発を行っても、食
生活の改善につながりにくいことが
課題です。 ３

・毎日の食事の大切さについては、
継続して指導していく必要がありま
す。
・特に保護者に向けては、折に触れ
て具体的に意識啓発を行っていきま
す。

5

友だちと一緒に食事をとる機会
の設定

（継続的取組み）

学務課

・公立幼稚園では、通常は家庭から弁当
を持参していますが、２ヶ月に１度、共通
食を提供し、皆で同じ食事をする機会を設
定しました。
（中央幼稚園５回、栗橋幼稚園５回）

・食わず嫌いの傾向のある幼児に
は、様々な食材に触れる良い機会と
なり、友達と一緒に同じ物を食べる
喜びを味わうことができました。

・共通食のメニューは、根菜などの
煮物や魚などを提供しています。保
護者へレシピ等を提供しています
が、家庭から持参する弁当に根菜
の煮物・魚が追加されていることが
少なく、日常的に様々な食材に触れ
る機会を確保することが課題です。

３
・保護者によっては、回数を月に１回
程度に増やしてほしいという要望も
ありますが、弁当だけでよいというア
ンケート結果もあります。今後も教
育的な効果を十分に検証していく必
要があります。

３　コミュニケーショ
ン能力の育成や自
立心の育成

6

幼児の主体的な生活の実現

（継続的取組み）
学務課

・公立幼稚園において、幼稚園教育要領
に基づき、教育課程、年間指導計画、月
案、週案を学年ごとに作成し、発達年齢、
季節感等を考慮し、幼児の興味関心をも
たせることで、主体的な学びを大切にしま
した。

・個々の幼児の興味関心に合わせ
た教育環境を整えることで幼児の心
身両面での育ちにつながりました。
自分で考えて遊ぶ力、生活しようと
する姿がみられるようになりました。

・幼児の主体的な生活を実現するた
めに、バランスのとれた教育指導計
画が必要です。個人差が大きい幼
児や特別な支援を要する幼児の場
合、個に合わせた支援プランを作成
する必要があり、全体への指導との
バランスが難しい点もありました。

３
・幼児の主体的な生活の実現は、短
期間で身につくものではありませ
ん。長期的に幼児が卒園していくま
での３年間をかけ、継続して指導す
る必要があります。

7

あいさつや生活に必要な言葉
の習得に向けての指導

（継続的取組み）

学務課

・公立幼稚園において、言語表現を教育
計画の中に位置づけ、登園時のあいさつ
や生活の中での具体的なやりとりを教師
が見本となって指導しました。

・初めは、促されてあいさつをしてい
た幼児が、毎日の積み重ねによっ
て、自分からできるようになりまし
た。そのことを認められたことで、自
信をもち遊びにも主体的に取り組め
るようになっていきました。

・日々のあいさつについては、家庭
との連携も重要であり、言葉でのや
りとりの重要性について、意識啓発
する必要があります。

３
・幼児自らがあいさつや言葉での表
現の大切さに気づき、進んでできる
ようになるまで根気よく継続した取
組みを行っていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

－　1　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 １　人間形成の基礎を培う幼児教育の充実

施　　策 ２　小学校との連携

成果 課題

１　子どもの交流活
動の推進

8

幼児と小学生が触れ合う交流
会や見学会の実施

（継続的取組み）

学務課

・久喜市内の小学校と交流事業を行いま
した。（公立幼稚園０回、私立幼稚園３回）
・公立幼稚園では、新型コロナウイルス感
染防止のため、直接交流を行うことが困
難でしたが、小学校に行き、校庭から体育
の授業を見学するなどして、小学校の雰
囲気を味わうことができました。

・初めは緊張した様子がみられまし
たが、体育の授業を見学したり遊具
で遊んだりと親しみを感じ、就学へ
の不安を和らげることができました。

・小学校教諭との交流会前の打ち合
わせ等の時間が十分でないときもあ
ります。
・交流内容の深まりについて検討す
る余地があります。

３
・就学を控えた幼児にとって、適切な
時期に様々な交流機会を作ることが
大切です。コロナ禍であっても不安
を和らげ、小学校入学の段差を乗り
越えることができるよう継続していき
ます。

２　教員間の連携強
化

9

幼稚園・小学校連絡会の実施

（継続的取組み）

学務課
指導課

・公立幼稚園において、小学校就学先の
個別の連絡会などを行いました。
・幼児期の教育と小学校教育の円滑な接
続のため、各小学校と幼稚園・保育園等
で３学期に、就学児一人ひとりの情報交換
を実施しました。

・個別の幼児の実態を伝えること
で、小学校入学後の指導体制の連
携が図られました。
・就学児一人ひとりの情報交換を実
施したことで、小学校入学当初から
個に応じた支援ができました。

・幼小の共通理解が図られています
が、年度ごとに教員の異動もあり、
教育カリキュラムも変更が生じるこ
とから、連絡会を維持していくことが
課題です。
・小学校入学後も、必要に応じて連
携を図ることで、新入学児が円滑に
学校生活を送れるよう配慮する必要
があります。

３
・今後も幼小の接続を円滑にしてい
くために連携をとっていく必要があり
ます。
・保育者や教員が連絡会等の交流
できる機会をもてるよう連携を深め
ていきます。

10

久喜市幼保小連絡協議会の開
催

（継続的取組み）

指導課

・幼児期の教育と小学校教育の円滑な接
続のため、久喜市幼保小連絡協議会とし
て講演会と公開保育を予定していました
が、新型コロナウィルス感染防止のため、
開催中止となりました。

・幼稚園内で、アプローチカリキュラ
ムの見直しを行い、小学校就学に
向け準備できることを抽出し、保育
指導を行いました。年長組は、就学
への期待をもたせることができまし
た。

・接続期プログラムについて、幼稚
園と保育園、認定子ども園の取組み
の共通点を明らかにし、小学校への
接続の段差を減らすよう改善を図る
必要があります。

３
・公開保育、公開授業の機会を設
け、接続期プログラムの見直し・改
善を図る研修を充実していきます。

11

幼稚園と小学校の教員間にお
いての交流活動や授業参観等
の実施

（継続的取組み）

学務課

・公立幼稚園教員と小学校教員との連絡
会を実施しました。
（中央幼稚園　８校）
（栗橋幼稚園　５校）
コロナ感染対策のため、授業や保育参観
は実施できませんでした。

・小学校教員との連絡会を通し、幼
児教育と小学校教育との違いなど、
現状や課題について、共通理解を
図ることができました。

・主に年長組の担任が参加してお
り、実施後に園全体の課題を共有
し、指導の改善につなげていくこと
が課題です。

３
・今後も小学校との連携を図りなが
ら交流活動を継続していくことが大
切です。また、園内でも情報を共有
し、長期的な視点をもちながら幼児
の成長につながる指導を工夫してい
きます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

－　2　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 １　人間形成の基礎を培う幼児教育の充実

施　　策 ３　教員の資質・能力の向上

成果 課題

１　教員研修の充実 12

園内研修の実施

（継続的取組み）
学務課

・公立幼稚園全体の教員の指導力の向上
を目指し、研究課題を設定し、計画的に研
修を実施しました。
（中央幼稚園：６回実施、参加者数延べ４
２人）
（栗橋幼稚園：１０回実施、参加者数延べ
５０人）

・学期ごとに研修会を行い、反省・評
価について教員全体で振り返りを行
うことができました。
・中央幼稚園では、外部指導者の講
師を招き、より実践的な研修をうけ、
指導に生かすことができました。

・園の教員の年齢が若くなっている
反面、個々のスキルアップのための
研修を継続していくことや実践的な
研修の機会をどう確保していくかが
課題です。

４
・様々な課題について職員全体で共
有することや、意識を高めていくた
めに今後も園内研修の取組みを継
続していきます。

13

園外研修等への参加機会の設
定

（継続的取組み）

学務課

・県主催の初任者研修会【全２回】
（栗橋幼稚園１人）
・経験者研修【全３回】
（中央幼稚園１人）
・幼稚園教育研究会【全１回】
（中央幼稚園２人、栗橋幼稚園１人）

・研究課題をもとに、レポート作成を
し、協議する研修を実施しました。研
修回数は減りましたが、幼児理解
や、指導の在り方について、理解を
深めることができました。

・研修で得ることができた知識や情
報を職員全体で共有し、個々のスキ
ルアップにつなげていくことが必要
です。
・新型コロナウィルス感染防止のた
め外部研修の機会が減り、意識の
向上を持続することが課題です。

３
・園外研修の機会をできるだけ設
け、教員の指導力の向上を図りま
す。

14

研究保育の実施及び外部指導
者を招いての研修

（継続的取組み）

学務課

・公立幼稚園への指導課、指導主事訪問
指導
中央幼稚園1回　12名参加
栗橋幼稚園1回　10名参加

・指導課、学務課の指導主事の指
導の下に、園内の職員で研修課題
について実施、評価、反省を行いま
した。

・教員の視点を広げるため、公立幼
稚園の各園全体で掲げた共通の課
題を確認し、改善に向けての指導方
法を探ることが必要です。
・自園のみの事例研究では不十分
なため、外部指導者からの研修、指
導が必要です。

３
・今後も幼稚園職員が研修の機会
を作り、協議を深めながら保育の質
を向上させるため、継続していきま
す。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

－　3　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 １　人間形成の基礎を培う幼児教育の充実

施　　策 ４　保護者への支援体制の充実

成果 課題

１　保護者が参加で
きる幼稚園行事や
保育活動等の充実

15

保護者間でコミュニケーション
を図る機会となるような園行事
の実施

（継続的取組み）

学務課

・公立幼稚園では、年間４種類のコミュニ
ケーションが図れる行事を計画していまし
たが、新型コロナウィルス感染防止のた
め、保護者間の交流の場としての行事は
行うことができませんでした。

・本事業は、保護者間でコミュニ
ケーションを図ることにより、保護者
が抱える子育ての悩みや不安を軽
減することを目的としています。目
的を達成するため、コミュニケーショ
ンの場を提供できない代わりとし
て、園行事を実施する際、園だより、
学年だより等を通して取組みの過程
を保護者に伝え、幼児の育ちの具
体的な点について共通理解をしてい
ただきました。
　また、子育てについて不安や孤独
感を抱えている保護者に、園から声
かけをしたり、毎日の送迎の際にＰ
ＴＡ役員から話しかけていただいた
りすることにより、子育ての悩みや
不安を軽減することができました。

・保護者間の受け止めにも多少の
意識の差があることから、幼稚園と
して趣旨を理解していただくことが課
題です。

３
・コロナ禍であっても、感染対策を講
じ、保護者がより主体的に取り組む
ことで子育てへの意欲や喜びにつな
がるよう今後も継続して取り組んで
いきます。

16

保護者の「保育参加」の機会の
設定

（継続的取組み）

学務課

・公立幼稚園では、保護者の方が選べる
よう年間数種類の保育参加を計画してい
ましたが、新型コロナウィルス感染防止の
ため、中止としました。

―

・保護者にも個人差があり、保育参
加の意義を理解していただくこと、積
極的な子育てへの意欲につなげて
いくことが課題です。

-
・「保育参加」の意義を保護者に分
かりやすく伝えて、日程等の周知に
ついても、園のおたより等を工夫し
ていきます。

２　教育時間外の保
護者支援

17

預かり保育の実施

（継続的取組み）
学務課

・中央幼稚園では、年間184日実施し、
1,094人の利用がありました。
・栗橋幼稚園では、年間195日実施し、525
人の利用がありました。

・仕事をもつ保護者や不意の用事が
できたときなども、安心して預けられ
る場所を提供することができました。

・日にちによって利用人数にばらつ
きがあったため、保育の内容につい
ては、臨機応変な対応が必要であ
り、幼児、保護者共に安心して利用
できるようにすることが課題です。

３ ・今後も、保護者を支援するため、
預かり保育の充実を図ります。

３　子育てについて
の相談の場の提供

18

保護者が教員に相談できる体
制の充実

（継続的取組み）

学務課

・公立幼稚園において、担任教員との個別
面談や、いつでも相談できるよう時間と場
所の確保をし、保護者が不安なく活用でき
るようにしました。

・保護者と教員同士のコミュニケー
ションがスムーズになることで相互
関係が良好になり、幼児への指導も
効果的に取組むことができるように
なりました。

・保護者が相談しやすいよう話を聞
く環境を整えるだけでなく、園として
の取組みを保護者にご理解いただ
けるよう伝えていくことが課題です。

３
・子育てへの悩みや不安をかかえる
保護者も増えていることから、しっか
りとサポート体制を整えるためにも
相談できる体制を整えていきます。

４　「３つのめばえ」
の活用

19

「３つのめばえ」の共通理解と
家庭と連携して取り組む体制を
構築

（継続的取組み）

学務課
・公立幼稚園で実施した保育懇談会の際
に、家庭教育の重要性について、「３つの
めばえ」をもとに説明を行いました。

・就学前までに育てたい幼児の姿の
めやすを具体的に伝えることができ
ました。また、園と家庭が連携するこ
との大切さを伝えることができまし
た。

・保護者にとり、保育懇談会での説
明だけでは、一過性になりがちなた
め、個人面談など個別の機会にも
「３つのめばえ」の意識の定着を
図っていくことが課題です。

３
・健やかな幼児の成長につなげるた
めに、家庭教育の大切さを保護者に
向けて啓発することを継続していき
ます。

６　幼児教育無償化
の実施

20

私立幼稚園の施設等利用に係
る給付

（継続的取組み）

○ 学務課

・私立幼稚園に通う幼児の保護者からの
申請により、子育てのための施設等利用
給付認定を行いました。
・子育てのための施設等利用給付認定し
た幼児が通う私立幼稚園に対し、施設等
利用給付費を支給しました。

・幼児教育に係る保護者の経済的
負担が軽減され、私立幼稚園にお
ける教育機会の確保に寄与するこ
とができました。

・園児の異動については、教育委員
会で把握することができないため、
異動の際は保護者からご連絡いた
だくよう、さらに周知を図る必要があ
ります。

３ ・引続き、私立幼稚園に対する施設
等利用給付費を適正に給付します。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

－　4　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 １　人間形成の基礎を培う幼児教育の充実

施　　策 ４　保護者への支援体制の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

21

私立幼稚園の実費徴収に係る
補足給付

（継続的取組み）

○ 学務課
・低所得世帯又は小学校３年生以下の第
３子以降の私立幼稚園に通う幼児の保護
者に対し、給食費の一部を支給しました。

・私立幼稚園に通う幼児の保護者
の、給食費に係る負担を軽減するこ
とができました。

・低所得世帯の課税状況について
は、教育委員会では把握することが
できないため、市民税課と連絡を密
に進めていく必要があります。

３
・引続き、私立幼稚園に通う園児の
保護者に対する、実費徴収に係る
補足給付費を適正に給付します。

－　5　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 １　人間形成の基礎を培う幼児教育の充実

施　　策 ５　幼稚園と保育所の連携

成果 課題

１　幼保一体化事業
の充実

22

中央幼稚園と中央保育園分園
の幼保合同保育の推進

（継続的取組み）

学務課

・新型コロナウィルス感染防止対策を行い
ながら、２学期から合同保育を実施しまし
た。幼保の連携を深めるために、保育士と
協議しながら、指導計画や行事等の立案
を行いました。
３歳児１３１ 日　４歳児１３１日　５歳児　１
２７日

・合同保育を行うことで園児同士の
交流を深めることができました。
・園児にとっても、多様な同年齢の
友達と過ごせることでたくさんの刺
激を受けて成長することができまし
た。
・保護者の方からの評価において
も、経験の場が広がったと、好評で
した。

・親子で参加する行事については、
保育園の保護者は就労により参加
できないものもあります。
・生活の時間帯が同じではないこと
から、幼児の体調等に気を配りなが
ら保育を進めていく必要がありま
す。

３
・中央保育園分園が存続する間、保
育士と教諭が協力し合い、幼児が
多様な体験をすることができるよう
継続して取組みを行っていきます。

23

連絡会議の開催

（継続的取組み）

学務課
指導課

・中央幼稚園と中央保育園分園は、新型
コロナウィルス感染対策を行いながら、２
学期まで月案７回・週案会議を２４回実施
し、日々の保育の計画を保育士と幼稚園
教諭で立てました。
・幼稚園と保育所で保育や教育内容、行
事などについて共通理解を図りました。

・同じ施設内に幼稚園と保育所があ
る利点を生かし、連絡会議を綿密に
行うことで、保育活動のねらいや方
法を確かめ合いながら月案や週案
を作成することができました。
・幼保一体の合同保育や行事を行
い、園児たちの人間形成の基礎を
培うことにつながりました。

・保育時間の違いにより、会議の時
間の折り合いが難しいこと、予算上
できない行事もあり、工夫していく余
地があります。
・月案や週案を立てるだけでなく、保
育士と幼稚園教諭が互いの保育・
教育を振り返る機会とし、互いの保
育内容や方法、スキルを高め合う、
質の高い保育・教育を実現するため
の話し合いの場としても連絡会議を
活用する必要があります。

３
・継続して取組むことで、情報の共
有や幼児教育への共通理解を図り
ます。
・公立、私立及び認定子ども園と共
に保育・教育を考える研修計画の立
案をしていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

－　6　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 １　人間形成の基礎を培う幼児教育の充実

施　　策 ６　特別支援教育の充実

成果 課題

１　特別な支援を要
する幼児の特性に
応じた指導方法の
推進

24

一人ひとりの特性に応じた教育
の推進

（継続的取組み）

学務課

・公立幼稚園において、学期ごとに３回の
特別支援会議を行うことで職員全体の共
通理解を図りました。
・特別支援学校コーディネーターの研修や
幼児が通う療育施設の見学や施設職員と
の連絡会、協議を行いました。

・一人ひとりの幼児の課題について
長期的、計画的に指導に取り組むこ
とができ、集団生活での個々の成長
を促すことができました。同時にクラ
ス全体の思いやりの気持ちなどの
成長もみられるようになりました。

・幼稚園卒園までの期間のなかで、
一人ひとりに応じた援助を行いまし
た。保護者との共通認識をもちあう
ことが難しい面もあり、支援の方向
性では、時間をかけて信頼関係を築
く必要がありました。

３
・幼児期の援助とその育ちが、進学
先でどのような経過をたどるのかを
検証し、経過を見届け、園での指導
につなげていくよう努めます。

２　支援体制の強化 25

教員の指導力の向上

（継続的取組み）
学務課

・幼児教育の専門的な研修の機会を図り
ました。
（中央幼稚園：２回実施、参加者数１２人）
（栗橋幼稚園：２回実施、参加者数１０人）

・専門機関の心理士等から、より課
題にそった研修を受けることがで
き、教員の資質・能力の向上につな
がりました。

・課題について園全体で評価・反省
をする機会を設け、職員間で共有す
ることで、次年度以降の指導計画に
も反映させていくことが必要です。

３
・多様化する支援児に対して具体的
な指導方法について常に研修を継
続し、個々の教員の資質向上を図り
ます。

26

個別の支援計画・指導計画の
作成やサポート手帳の活用

（継続的取組み）

学務課

・一人ひとりの幼児の発達課題を明確に
するために個別の支援プランを作成し、園
全体で共有しました。
（作成件数：中央幼稚園２５ 件、栗橋幼稚
園１１件）

・一人ひとりの発達課題について職
員全体で把握することができ、一貫
した指導につなげることができまし
た。

・特別な支援を要する幼児が増え、
個々の発達課題も多様化しているこ
とから、個々の幼児の課題について
指導方法を工夫する必要がありま
す。

３
・発達課題が多様化していることか
ら、子どもたちに丁寧に関わり、個
の育ちを促していくために、今後も
継続して取り組んでいきます。

27

補助教員の配置

（継続的取組み）
学務課

・特別な支援を要する幼児の実態に合わ
せた指導や援助ができるよう、補助教員を
配置しました。
（中央幼稚園６人配置、栗橋幼稚園８人配
置）

・多様化する特別な支援を要する幼
児一人ひとりに応じた援助を行うこ
とで、安定した園生活を送ることが
でき、個々の成長を促すことができ
ました。

・学級内に複数の支援が必要な幼
児がおり、複数の職員配置が求め
られています。 ３

・特別な支援が必要な幼児が増える
傾向にあります。今後も職員間で連
携を図り、個々に応じた指導に努め
ます

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

－　7　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 １　学ぶ意欲と確かな学力をはぐくむ教育の充実

成果 課題

１　学力向上を目指
した教育の展開

28

久喜市教育研究委員会による
実践研究の推進

（継続的取組み）

指導課

・「久喜市版未来の教室」「未来の公教育」
「学力向上推進」「個を大切にする教育」
「社会科副読本」「道徳教育」の６つの研究
委員会を設け、実践的研究を行いました。
（延べ１０３名の教員が参加）

・PC１人１台環境下における効果的
な学びについて、先行研究校の事
例を市内全校で共有することができ
ました。
・GoogleWorkspaceを活用した、校務
システムや個別支援サービスを開
発し、個に応じた支援の充実及び教
員の業務効率化を図ることができま
した。
・「オンラインくき検定」を実施し、郷
土を愛する心を養うことができまし
た。

・それぞれの研究委員会が独自の
システムを作成して運用しているた
め、整理・体系化を図る必要があり
ます。

３
・すべての研究委員会の取組みを
GoogleWorkspace上で共有する体制
を整えます。

29

全国学力・学習状況調査及び
埼玉県学力・学習状況調査の
結果分析と活用

（継続的取組み）

指導課

・結果を分析して明らかになった成果と課
題を学校に示し、ホームページで公開しま
した。
・久喜市ステップアップテストの問題に内
容を取り上げ、課題の解決を図りました。

・結果の分析を行ったことで、久喜
市の傾向を掴むことができました。
・各学校の課題を明らかにしたうえ
で指導主事が学校を訪問し、実態に
即した指導を行うことができました。

・各学校においても結果の分析を行
い、より実態に即した指導を実践し
ていく必要があります。 ３

・結果の分析を行い、各学校の課題
を解決するための学習指導につい
て学校を訪問し、指導を行います。

30

久喜市ステップアップテストの
実施

（継続的取組み）

指導課

・７月から２月まで毎月１回実施し、学力の
伸びを捉えられるようにするとともに、児童
生徒一人ひとりの課題に合わせた補習問
題を自動で編集してくれるＷｅｂサイトを開
設し、学力の向上を図りました。

・本年度の埼玉県学力・学習状況調
査における「学力の伸び率」は、小
学校は県が「10」に対して久喜市は
「9」、中学校は県が「13」に対して久
喜市は「12」とやや下回りましたが、
「平均得点率」は小学校は県平均よ
り「10.9」、中学校は「4.3」とともに上
回りました。

・各学校のデータを分析し、学力向
上に向けた教材や支援を充実させ
ていく必要があります。 ３

・全国学力学習状況調査や埼玉県
学力学習状況調査の問題を分析
し、テストの内容や補修問題の内容
へ反映させ充実を図ります。
・久喜市ステップアップテストの問題
や個票にある補習問題について、市
の学力向上推進委員会の中で協議
していきます。

31

学習支援カルテの活用

（継続的取組み）
指導課

・久喜市ステップアップテストのデータをも
とに、個別の学力状況や学力の伸び、自
分に合った補習問題が提供されるＷｅｂサ
イトのQRコードが掲載された個票を作成
し、各個人に配布しました。

・各学校において個票を活用し、児
童生徒の実態に合わせた授業形態
の工夫や個別指導の充実が図られ
ました。

・個票を、各学校へ迅速に返却する
ための体制づくりが課題です。 ３

・久喜市ステップアップテストをCBT
化しデータ処理の効率化を図りま
す。

32

２年間の研究委嘱と計画的・継
続的な学校訪問の実施

（継続的取組み）

指導課

・新型コロナウイルス感染症感染防止のた
めの臨時休業を実施したことに伴い、新た
な研究委嘱は行わず、研究構想期間とし
ました。
・研究委嘱校の要望に合わせ、指導課訪
問を年間１１回実施しました。

・各研究委嘱校の研究構想を充実さ
せることができました。

・コロナ禍において、研究内容を効
率的かつ効果的に共有する体制づ
くりが課題です。 ３

・ICTを活用して、コロナ禍における
より効率的・効果的な共有の方策を
研究します。

33

個に応じた指導の推進

（継続的取組み）
指導課

・少人数指導や習熟の程度に応じた指導
等の学習形態の工夫について指導しまし
た。
・指導方法の工夫改善について、各学校
の達成状況と課題をまとめたものをもと
に、指導助言を行いました。

・学力を伸ばした児童生徒の割合が
埼玉県平均を上回りました。
（埼玉県平均71.9%、久喜市平均
72.3%）
※令和３年度埼玉県学力学習状況
調査における小学校第４学年から
中学校第３学年までの実施全教科
平均値

・個に応じた指導を行う教職員の指
導力向上が課題です。
・個別最適化された補習学習と教職
員の働き方改革の両立が課題で
す。

３
・ICTを活用するなどして、全ての児
童生徒に対応できる個別最適化さ
れた教育を推進していきます。
・各学校の効果的事例を取りまとめ
情報提供し、実践されているか見届
けをしていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

－　8　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 １　学ぶ意欲と確かな学力をはぐくむ教育の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

34

個に応じた学習問題の提供

（継続的取組み）
指導課

・久喜市ステップアップテストのデータをも
とに、自分に合った補習問題が提供される
ＷｅｂサイトのQRコードが掲載された個票
を作成し、各個人に配布しました。

・各学校において、授業や家庭学習
等で活用されました。また、保護者
への啓発により、家庭での活用も進
んできました。

・より個に応じた学習問題を提供で
きるようにするため、補習問題の数
や種類の更なる充実を図っていく必
要があります。

３
・全国学力・学習状況調査の過去の
問題や県のＨＰ等を活用し、補習問
題の内容を充実させていきます。
・市の学力向上推進委員会で、より
児童生徒の実態にあった補習問題
について検討・作成していきます。

35

放課後等学習支援教室「くき本
樹塾」の実施

（継続的取組み）

指導課

・市内全中学校に久喜市中学生学力アッ
プ教育推進事業「くき本樹塾」を設置し、２
３７名の生徒に対し、放課後や長期休業を
利用した学習支援を行いました。

・市独自の学力調査において、くき
本樹塾受講者の得点レベルの伸び
は、未受講者より1.4ポイント上回る
ことができました。

・時期によって、受講者の欠席が多
くなってしまうことが課題です。
・学習支援員に欠席が出た際、必要
な人員を配置できないことが課題で
す。

３
・生徒の学習習慣が定着するよう
に、各学校と調整を図り定期的な「く
き本樹塾」の開催を実施します。
・学習支援員の募集開始の時期を
早め、期間を長く設定することで、人
数を十分に確保できるようにしま
す。

２　「主体的・対話的
で深い学び」の実現
に向けた「学びの改
革」の推進

36

校内研修を支援する学校訪問
の実施

（継続的取組み）

指導課

・県東部教育事務所の指導主事を、市内
の小中学校の校内研修に指導者として招
聘し、教職員の指導力向上を図りました。
（指導者招聘回数１４回）

・各学校において、研究授業及び研
究協議が行われ、「主体的・対話的
で深い学び」の授業改善について教
職員の理解が深まりました。

・研修内容を共有し、「主体的・対話
的で深い学び」の実現に向けた授業
改善を、市内全体で推進していくこ
とが課題です。

３
・研修の内容を市の学力向上推進
研究委員会で活用したり学校WAN
で閲覧できるようにしたりする等、共
有化を図ります。

37

ＩＣＴ機器の効果的な活用につ
いての事例集の作成及び研修
会の実施

（継続的取組み）

指導課

・授業等でタブレット端末を活用するため
のGoogleキックスタートプログラム研修会
を実施しました。
（実施校34校、参加者数107人）
・市内研究委員会委員、清久小、上内小と
連携し、一人一台端末の活用事例をサイ
トにまとめ、教職員向けに公開しました。
（７２事例掲載）

・研修会を通して、各校のICT推進
リーダー育成に寄与したとともに、
各校のGIGAスクール推進に向けた
取組の原動力となりました。
・実践事例を通し、一人一台端末の
活用イメージを市内全職員で共有す
ることで、新たな授業デザインを考
えるきっかけとなりました。

・各学校の実態と教職員のスキルに
応じた、個別最適な研修会を企画す
ることが必要です。 ３

・Google社の支援を得つつ、継続的
な研修会の実施と同時に、基礎基
本及び発展研修、管理職向け研修
等、それぞれのニーズに応じた研修
を企画し、教職員のICT活用能力向
上と、児童の情報活用能力育成に
向け取り組みます。

３　小・中学校９年間
を一貫した教育の推
進

38

小学校と中学校の連携を図っ
た教育課程編成の推進

（継続的取組み）

指導課

・各中学校区で、各小・中学校の教務主任
を中心に、新学習指導要領全面実施に向
け、９年間を見通した教育課程の編成を
行い、教育指導計画にまとめました。

・各中学校区の研修会や協議によ
り、中学校区を中心とした小学校・
中学校の連携が深まり、９年間の一
貫した教育課程編成の推進につな
がりました。

・小・中学校の学習指導要領全面実
施に伴う９年間を見通した教育課程
を編成し、検証を行い改善すること
が必要です。

３
・中学校区の学校同士の連携をさら
に深め、学習指導要領に基づく社会
に開かれた教育課程の実現に向け
て改善を図ります。

39

教員の「兼務発令」の実施

（継続的取組み）
指導課

・中学校教員２４名を、中学校区の小学校
に兼務発令しました。

・兼務発令された中学校教員が小
学校で授業を行うことで、小中一貫
教育の推進と、児童の中学校生活
への不安を取り除くことができまし
た。

・小学校教員が中学校教員の指導
を参観することで、教科特有の専門
的な指導技術を向上させていく必要
があります。

３
・兼務教員を増加させ、小学校と中
学校の一貫した指導体制の構築を
進めます。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 １　学ぶ意欲と確かな学力をはぐくむ教育の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

４　国際社会で活躍
できるコミュニケー
ション能力の育成の
ための教育の推進

40

児童生徒のコミュニケーション
能力を高める外国語活動及び
英語教育の充実

（継続的取組み）

指導課

・英語指導法の工夫改善に向けた授業研
究会を実施し、教員の指導力向上を図り
ました。
（年間２回、小・中学校英語担当教員３４
名参加）
・外国語指導助手２１名を小中学校に配置
し、児童生徒のコミュニケーション能力の
向上を図りました。

・小学校では新学習指導要領が全
面実施となり、各学校で研究実践が
進み、英語授業における工夫改善
や質の向上が見られました。
・中学校においても小学校とのつな
がりを意識した指導の充実が見られ
ました。

・小学校で学習したことを中学校で
さらに発展充実させていくこと、学習
到達目標を明確にし評価方法を共
有することが今後の課題です。

３
・小学校と中学校の交流や連携を深
める研修を実施し、９年間を見通し
た英語教育の充実を図ります。

41

英語検定受験料補助の実施

（継続的取組み）
指導課

・中学３年生の英語検定受験料の補助を
実施し、生徒の英語力及び学習意欲の意
欲の向上を図りました。

・市内在住の中学３年生２９６名が
英語検定を受験し、受験料補助を申
請しました。
・英語学習の成果の指標となり、生
徒の意欲喚起につながりました。

・本事業についてのさらなる周知の
徹底が必要です。また、生徒に受験
しやすい環境を提供するために、準
会場受験について市内中学校の協
力が必要です。
・補助対象学年の拡大を求める声
が多くありました。

３
・本事業の周知徹底及び市内中学
校への試験会場等の協力について
呼びかけを行います。
・補助の対象学年及び回数につい
て検討します。

42

姉妹都市提携をしているロー
ズバーグ市との久喜市中学生
国際親善交流事業

（継続的取組み）

指導課
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から事業が中止になりました。 ― ・持続可能な交流の在り方について

検討する必要があります。 -
・「国際化の進展する社会における
望ましい交流のあり方を身につけ
る」という目的達成に向けて、実施
方法や時期について検討し、事業
のさらなる充実を図ります。

43

久喜市小学生イングリッシュ
キャンプの実施

（継続的取組み）

指導課
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から事業が中止になりました。 ―

・実施内容や児童の参加方法等に
ついて、様々な選択肢を用意する必
要があります。 -

・ALTと指導内容及び方法について
工夫改善を図り、オンラインでの実
施も視野に入れながら活動内容の
充実を目指していきます。

５　環境・キャリア教
育等、多彩な指導
の推進

44

SDGｓ実現に向けたＥＳＤの推
進

（継続的取組み）

○ 指導課

・各学校が、教育課程とSDGsの関連を明
らかにした一覧表や、各学年の学習が
SDGsの視点でどのように関連しているか
を体系化した「ESDカレンダー」を作成しま
した。

・それぞれの教育活動とSDGsの
ゴールとの関連が視覚化、明確化さ
れ教員同士の連携を図ることができ
ました。
・社会とのつながりを意識した教科
横断型の学習を計画できるようにな
りました。

・ESDの取組みをより一層進めるた
めには、SDGｓ及び教科横断型の学
習に関する教職員の理解を図って
いくことが必要です。

３
・市の研究委員会を活用し、SDGｓ
及び教科横断型の学習に関する研
修を実施していきます。
・学校が、地域や企業と連携したプ
ロジェクト型学習を実施できるように
支援していきます。

45

学校の教育活動全体を通じた
環境教育の推進

（継続的取組み）

指導課

・環境教育全体計画に基づき、学校周辺
の環境美化や飼育栽培活動に主体的に
取り組んだり、リサイクル活動など身近な
環境問題についての学習に取り組んだり
しました。

・各教科や総合的な学習の時間等
で、身近な環境問題について調べ、
解決策を考えた結果、環境美化や
ごみの分別への意識が高まりまし
た。

・学習指導要領の内容を踏まえ、カ
リキュラムマネジメントの視点でより
教育効果の高いものにしていくこと
が大切です。

３
・今後も身近な環境問題に目を向け
られるよう教育活動全体を通じて指
導するよう支援します。

46

発達の段階に応じたキャリア教
育の推進
※再掲（連番No,８２）

（継続的取組み）

指導課

・進路指導・キャリア教育全体計画に基づ
き、各教科、特別活動、総合的な学習の
時間等の中で、職業についての学習や、
進路指導、体験学習を通し、望ましい職業
観の育成に努めました。

・職業に関する学習や、体験活動、
進路学習を行っていくことで、自分
の生き方に通じる職業への関心が
高まりました。

・さらに教育効果を高めていくため
に、教科横断的な視点や、地域の
方などの協力を得て、意識の高揚と
学習内容の充実の両立を図っていく
ことが必要です。

３
・今後は、指導計画に教科横断的な
視点を取り入れ、自己の能力を生か
し社会に貢献していくための資質能
力を育むための学びの充実を図る
必要があります。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 １　学ぶ意欲と確かな学力をはぐくむ教育の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

47

主体的な進路選択の能力を育
成する社会体験チャレンジの
実施
※再掲（連番No.８３）

（継続的取組み）

指導課

・新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、職場に訪問して行う社会体験チャレン
ジ事業は実施できませんでした。その代わ
りとなる行事や授業を通して、望ましい勤
労観や社会観を身に付ける学習に取り組
みました。

・職業体験に代わる行事や授業を
通して、職業観の育成が図られ、主
体的な態度や社会観が育成されま
した。

・感染不安の中、３日間の社会体験
チャレンジの実施に協力していただ
ける事業所の確保等の課題があり
ます。

３
・事業所の確保等、学校の負担が
増加しています。教育効果が損なわ
れないよう配慮しながら、事業の形
を少しずつ転換していく必要があり
ます。

６　情報通信ネット
ワークを活用した学
習、プログラミング
教育、情報モラル教
育の推進

48

情報モラル教育の実施

（継続的取組み）
指導課

・情報モラル教育教材を貸し出したり、子
どもたちや保護者を対象にした情報モラル
教育実施機関を紹介し、積極的な活用を
促進し、推進を図りました。

・各機関と連携し児童生徒向けの情
報モラル教室を実施し、モラルやマ
ナーについての意識の向上を図る
ことができました。

・教職員を対象として、広く啓発を行
う必要があります。
・小学校第１学年から中学校第３学
年まで、系統的な指導計画を作成
する必要があります。

３
・啓発資料を配布するなどして、研
修会参加者だけでなく、全教職員へ
の啓発を行います。
・系統性を持った計画や企業等との
協力体制を構築します。

49

タブレット端末を活用した学習
の推進と学習用パソコン（タブ
レット端末）の充実
※再掲（連番No.１５１）

（継続的取組み）

指導課
学務課

・Chromebookの基本操作各種ツールを活
用した学びのデザインについて研修会を
実施しました。
（実施校34校、参加者数107人）
・市内全児童生徒分のChromebookが整
備され、児童生徒に貸与しました。
・児童生徒が、タブレット端末を利用した個
別最適な学びと協働的な学びに生かせる
よう取組みを推進しました。

・Chromebookを活用した授業開きを
通してChromebookの活用と授業の
アイデアについて共有することで、
取組を推進することができました。

・教員ごとにタブレット端末を活用す
る頻度に差があります。
・学校の通信環境の更なる充実を図
る必要があります。

３
・全ての教員に活用してもらうよう、
研修会を工夫します。
・活用事例をもっと手軽に見られる
環境づくりや映像化を進めます。

50

プログラミング教育の実施

（継続的取組み）
指導課

・小学校プログラミング教育について、教
材や資料の整備を行いました。
・ロボットスケジュールを組み、市内小学
校に授業用として貸し出しを行いました。

・小学校プログラミング授業を通し
て、コロナ禍においても、協働的な
学びを位置づけることができ、プロ
グラミング的思考の育成に寄与する
ことができました。

・共有された事例や教材をもとに、
更なる指導事例の蓄積や資質能力
を育むカリキュラムの検証と、企業
と連携したSTEAM教育の推進が必
要です。

３
・各校で教材･教具をより活用しやす
くできる環境整備と実践事例の更な
る蓄積、共有化を進めて行きます。
・市内小学校プログラミング教育の
年間カリキュラムの検証と、企業と
連携した教材コンテンツの提供を
行っていきます。

51

情報通信ネットワークを活用し
た学習

（継続的取組み）

指導課

・教職員向けサイトや共有ドライブ、学校
ＷＡＮを活用して、指導案や実践事例・資
料等の共有化を行いました。
・臨時休業時のオンライン授業の取組を行
い、コロナ禍においてもICTを活用し学び
を止めない教育活動が推進できました。

・資料等の共有化が図られ、教材研
究のための時間の確保や教育活動
の質が向上しました。教材に関する
情報交換もスムーズに行えるように
なりました。
・オンライン学習を実施する際の配
慮事項や必要なスキル等が明らか
となりました。

・活用に際して、引き続きすべての
教職員に対し、操作やシステムにつ
いて周知していく必要があります。
・オンライン学習をいつでも即座に
実施できる環境整備が課題です。

３
・ICT推進役となる教師の育成を進
めます。
・更なる活用に向け、周知を徹底し
て行きます。
・GoogleWorkspace for Educationを
活用した効果的な学習を進めます。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 １　学ぶ意欲と確かな学力をはぐくむ教育の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

７　理数系人材の育
成

52

小学校理科支援員の配置

（継続的取組み）
指導課

・各校年間３０回、８名の理科支援員を第
３学年から第６学年までの理科授業に活
用し、観察・実験活動等における教員の支
援を行いました。

・理科の授業で担任や担当教員と
連携を深めることで、理科の授業を
通して思考力や表現力の育成が図
られました。
・理科担当の教員と連携し、理科室
経営を充実させ、理科室での授業
が行いやすくなりました。

・各校担当教員と支援員との連携が
より円滑になるよう、体制を構築して
いくことが必要です。 ３

・定期的に学校を訪問し、実施状況
を把握するとともに、運営方法や指
導について支援していく必要があり
ます。

53

小学校理科教育研修会の実施

（継続的取組み）
指導課

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から研修会が中止になりました。 ―

・若手の教員が多くなってきていま
す。また、理科を専門としていない
教員も多く、指導力を向上させること
が必要です。
・研修会のオンライン化を進め、コロ
ナ禍においても実施ができるように
することが必要です。

-
・オンラインを活用した研修会を実
施するとともに、研修の様子を配信
することを通して、教員の指導力の
向上を図ります。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ２　豊かな人間性をはぐくむ教育の充実

成果 課題

１　道徳教育の充実 54

読み物資料を活用した道徳の
時間の充実

（継続的取組み）

指導課

・「彩の国の道徳」「私たちの道徳」「久喜
市郷土資料　本多静六」の資料を年間指
導計画に位置付け、計画的に指導を行い
ました。

・各校で「彩の国の道徳」「私たちの
道徳」「久喜市郷土資料　本多静
六」を意識して活用し、授業を行うこ
とで、児童生徒の道徳性を養うこと
ができました。

・道徳の時間における学びがより深
いものとなるよう、授業改善を図って
いく必要があります。 ３

・今後も、適正に年間指導計画に位
置付け、授業を行うようにします。
・道徳教育推進に係る情報を提供で
きるようにしていきます。

55

学校の教育活動全体を通じて
の道徳教育の推進
※再掲（連番No.８８）

（継続的取組み）

指導課

・道徳教育研究委員会を3回開催し、特別
の教科道徳の視点での教材研究と授業実
践を行い実践事例を作成しました。
・実践事例や久喜市独自教材等を活用で
きる「久喜市版道徳教育リーフレット」を作
成しました。

・授業改善につながる実践事例を作
成、情報提供できました。
・久喜市版道徳教育リーフレットを全
教職員が活用できるようになりまし
た。

・久喜市版道徳教育リーフレットを全
教職員が効果的に活用できるように
していく必要があります。 ３

・リーフレットを効果的に活用できる
よう、周知していくとともに、次年度
の研究委員会で内容を深めていき
ます。

２　体験活動の充実 56

発達段階に応じた体験活動の
計画的な実施
※再掲（連番No.８０）

（継続的取組み）

指導課

・自然体験活動や集団宿泊的活動、文化
的活動やボランティア活動等の豊かな体
験活動において、道徳教育との関連を年
間計画や具体的な実施計画に位置付け、
計画的に実施できるようにしました。新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、集団宿泊的活動を宿泊を伴わない代
替案で実施した学校もありました。

・様々な体験活動を通して、児童生
徒は集団や社会の中で自分の役割
を果たすことや、友人との人間関係
などを実感として学ぶことができまし
た。

・多くの体験活動を実施できる学校
がある一方で、体験活動を実施する
ための人的資源や物的資源の確保
が難しい学校もあることから、各校
の有する人的・物的資源を共有して
いくことが必要です。

３
・各校の有する人的・物的資源を共
有していくための情報交換の機会を
設定します。

57

家庭、地域と連携を図った自然
体験、文化活動等の体験活動
の充実

（継続的取組み）

指導課

・学校応援団ボランティアの協力により、
学校ファームの充実や田植え体験等を行
いました。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、職場に訪問して行う社会体験チャレン
ジ事業は実施できませんでした。その代わ
りとなる行事や授業を通して、望ましい勤
労観や社会観を身に付ける学習に取り組
みました。

・学校応援団の研修会を実施し、活
動を支援することができました。
・実際の生活や社会、自然のあり方
を学ぶことで、主体的に取り組む力
を身に付けることができました。

・学校に関わってくださる様々な
方々の確保や、物的な教育資源の
整理を行い、より効率的な教育活動
の展開を目指す必要があります。

３
・今後も、学校・家庭・地域で連携し
て、体験活動の充実を図ります。
・学校に関わってくださる方々の確
保や、地域社会にある教育資源の
発掘や有効活用を行っていきます。

58

地域の行事等を生かした体験
活動の充実

（継続的取組み）

指導課

・コロナ禍のため、祭りやボランティア活動
など地域の行事は中止または規模が縮小
されましたが、地域の方々と、地域の取組
みを体験する活動を行いました。

・地域の方々と共同して活動するこ
とにより、社会性や他者を尊重する
態度等の育成につながりました。

・地域の行事等に積極的に参加す
る児童生徒もいますが、多くの児童
生徒に地域社会を通しての体験活
動を経験させることが必要です。

３
・学校運営協議会等を活用し、児童
生徒が参加できる場を設定したり、
積極的に参加できる環境を整えて
いきます。

59

小学校における学校動物飼育
の推進

（継続的取組み）

指導課

・小学校における動物飼育の診断等に関
する契約を獣医師会と締結し、学校ごとに
診察、検査を日常的に行うとともに、獣医
師による巡回飼育指導を２回行いました。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から、年２回行っていた動物飼育担当の
研修会は中止しました。

・獣医師と連携し、適切な動物飼育
管理が構築できました。
・児童に生命尊重の精神と豊かな心
をはぐくむことができました。

・動物飼育担当者が毎年変わり、若
く経験が少ない教職員が担当となる
ことが多い状況が課題となっていま
す。

３
・今後も、初めて動物飼育を担当す
る教職員に対して、年度当初に研修
会を計画したり、動物飼育に関する
資料が確実に引き継がれるよう、学
校を指導します。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ２　豊かな人間性をはぐくむ教育の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

３　規律ある態度の
育成

60

基本的な生活習慣や学習習慣
の定着

（継続的取組み）

指導課

・学校便り、学年便り、学級便り等で情報
を提供しました。
・長期休業日の過ごし方について周知しま
した。
・学級懇談会等で議題にとりあげました。

・学校においては、時間を守ること、
身の回りの整理整頓、挨拶等、小・
中学校が連携し充実した取組みが
できました。

・教師からの働きかけによる定着で
はなく、児童生徒中心の自治活動を
進めていく必要があります。 ３

・今後は、児童会や生徒会中心の
自治活動や、小中一貫に関わる取
組みを進めていきます。

４　読書環境の充実
と読書活動の推進

61

学習・情報センターとしての機
能を有した学校図書館の運営

（継続的取組み）

指導課
・読書活動の実践事例を募集し、特色ある
学校図書館の運営について広報しまし
た。

・各教科等で、資料を活用した学習
が促進され、学習意欲の高まりが見
られました。
・市内の学校に特色のある取組につ
いて知らせることができました。

・市内に特色のある取組みを広げ、
利用率、貸し出し数の拡大や、セン
ター的機能を高めていく必要があり
ます。 ３

・今後は、児童生徒の読書活動や
学習活動の充実のため、実践事例
を全ての教員が閲覧できるようにし
ます。

62

朝読書、読書週間等の充実

（継続的取組み）
指導課

・読書タイムを設定したり、読み聞かせボ
ランティアを活用したりしました。また、市
立図書館職員によるブックトークも実施し
ました。
（久喜地区５３回、菖蒲地区２９回実施、栗
橋地区２７回、鷲宮地区２２回）

・一週間の朝の活動の中で読書の
時間を設け、学校全体で取り組むこ
とにより、読書意欲が高まりました。
・市内全地区でブックトークが実施さ
れ、本に親しむ機会が増えました。

・読書週間等への取組みにおける
家庭地域との連携をさらに深めてい
く必要があります。
・市立図書館職員によるブックトーク
を読書活動の充実に生かしていけ
るよう、教育課程に組み込んでいく
必要があります。

３
・今後は、読書週間等に家庭･地域
と連携して取り組めるよう推進に努
めます。
・コロナ禍においても充実した読書
活動ができるよう工夫していく必要
があります。

63

学校応援団による読み聞かせ
の実施

（継続的取組み）

指導課

・読書ボランティアによる読み聞かせを実
施しました。
（小学校：月２回、中学校：学期１回）
※コロナ禍においても読み聞かせを実施
した学校のみ

・読み聞かせボランティアによる読
み聞かせにより、本に親しむ機会が
増えました。
・読み聞かせボランティアの読み聞
かせは、児童の落ち着いた心につ
ながりました。

・新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により活動が減りました。本に
親しむ機会を増やすためにも、オン
ライン読み聞かせも平行して行って
いく必要があります。

３
・授業場面での読み聞かせボラン
ティアを活用した取組等、さらに朝の
読書時間以外での活用を広げられ
るよう努めます。

５　「久喜の子ども、
５つの誓い」の推進

64

「久喜の子ども、５つの誓い」の
学校・家庭・地域での推進

（継続的取組み）

指導課

・学校だより、ホームページ等を通じて積
極的に情報発信しました。
・久喜市教育委員会の取組をまとめた「Ａ
ＬＬＫＵＫＩ教育改革プロジェクト」に記載し、
周知しました。
・オープン参観や学校行事の際には、家
庭や地域に案内しました。

・積極的な情報発信を通して、学校・
家庭・地域の連携を深めることがで
きました。

・「久喜の子ども、５つの誓い」を学
校・家庭・地域で推進するために、
情報発信の手段をより多様にするこ
とが課題です。

３
・ＡＬＬＫＵＫＩ教育改革プロジェクトを
各学校のホームページ上に掲載す
る等、情報発信の手段を検討しま
す。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ３　体力の向上と心身の健康づくりを図る教育の充実

成果 課題

１　学校体育の充実 65

児童生徒の体力に係る課題解
決に向けた指導の工夫と改善

（継続的取組み）

指導課

・体力の向上を学校の教育活動の中の大
きな柱と位置付け、学校教育目標の具現
化とともに、業前や業間の時間を有効活
用して教育活動全体で体力の向上に取り
組みました。

・各校が体育主任を中心に自校の
課題解決に向けた取組みを継続的
に実施することができました。
※昨年度の点検・評価報告書では
「新体力テスト」の数値を記載してい
ましたが、令和２年度は本調査中止
のため記載することができません。

・コロナ禍においても自らの目標を
持ち他者と楽しく運動ができるよう
に、ＩＣＴを活用した体育活動におけ
る個別最適な学びと協働的な学び
について推進していく必要が合いま
す。

３
・体力向上推進委員会において、授
業や家庭で行える「補強運動」を立
案し、ICTを活用して配信し運動の
個別最適化に取り組むことで課題解
決を図っていきます。

66

児童生徒の体力の向上を目指
した体育授業づくりの支援

（継続的取組み）

指導課

・江面第二小学校、青葉小学校、久喜南
中学校において授業研究会を実施し、体
力向上へ向けた授業改善を積極的に行い
ました。

・研究授業実践校の積極的な情報
発信と、各校体育主任による協議に
より久喜市全体で授業づくりの工夫
改善が図られました。

・体育主任だけでなく、すべての教
員が体力向上に向けた授業改善を
行えるよう、情報の発信に努める必
要あがります。

３
・市内で実施した研究授業の指導案
やワークシートを共有サイトにアップ
し、全ての教員が閲覧できるように
します。

２　生涯にわたる心
身の健康保持増進
や豊かなスポーツラ
イフを実現する力の
育成

67

児童生徒が主体的に健康生活
を行い、生涯にわたり運動を行
う力の育成

（継続的取組み）

指導課

・体力向上推進委員会において、指導者
を招聘し、体育授業の実技講習会及び健
康の保持増進に関する講義を実施しまし
た。
（体育主任、栄養教諭、保健主事、養護教
諭等の計４２名参加）

・体験活動を通して、各校の体育担
当教諭が指導技術や知識を高める
ことができました。

・体育主任だけでなく、すべての教
員が研修内容を活用できるよう、情
報の発信に努める必要あがります。 ３

・体力向上推進委員会で実施した研
究授業及び講義の内容を、共有サ
イトにアップし、全ての教員が閲覧
できるようにします。

68

運動部活動の充実

（継続的取組み）
指導課

・中学校５校の運動部に部活動指導員を
配置し、運動部活動における専門的な技
術指導等の充実を図りました。

・専門的な技術及び指導法の充実
により、生徒の技術力向上を図るこ
とができました。
・地域の指導者の活用により、運動
部活動の充実とともに、地域社会と
の連携や協力体制が促進されまし
た。

・各部活動の指導方針やマナー、安
全面での指導等について、顧問教
員と部活動指導員の共通理解を徹
底していくことが必要です。

３
・久喜市の部活動ガイドラインを周
知徹底させ、安全かつ充実した部活
動指導を推進していきます。

３　食育の推進 69

「食」に関する指導の推進

（継続的取組み）
指導課

・小・中学校における家庭科・技術家庭
科・学級活動・総合的な学習の時間を中
心に、児童生徒に対して食に対する啓発
を行いました。

・久喜市の健康増進・食育推進計画
に係る「朝食摂取率」の調査では、
小学生は９６．０％と前年度より上昇
しました。

・中学生の朝食摂取率が９１．４％と
前年度より下降しており、今後摂取
率の向上を目指し、保護者への啓
発を行っていく必要があります。

３
・各学校の取組みや朝食の重要性
をまとめて学校に配付し、各家庭へ
の啓発を図っていきます。

４　学校保健の充実 70

学校保健計画の作成及び実践

（継続的取組み）
指導課

・養護教諭や保健主事を中心に、久喜市
健康増進計画を参考にしながら、学習指
導要領に基づき学校保健計画の作成及
び実践を行いました。

・学校保健計画に基づき、児童生徒
等及び職員の心身の健康の保持増
進を図ることができました。
・久喜市の健康増進・食育推進計画
に係る「むし歯治療率」の調査では、
小学校では８３．７％、中学校では８
１．３％でした。

・小・中学校ともに、むし歯の治療率
が低下しており、保護者への啓発や
指導法の改善に努める必要があり
ます。

３
・外部機関と連携した授業の充実
と、懇談会や個別面談を活用した保
護者への啓発を各学校へ指導・支
援していきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ４　学校における人権教育の充実

成果 課題

１　人権問題を主体
的に考え行動する
児童生徒をはぐくむ
人権教育推進体制
の充実

71

転入・新採用教職員学校同和
教育現地研修会の実施
※再掲（連番No.１７０）

（継続的取組み）

指導課
・夏季休業中に転入・新採用教職員を対
象に、現地研修会を２回開催しました。
(参加者数57名）

・転入・新採用教職員が、差別の現
実を学び、同和問題についての認
識を深めることができました。

・転入・新採用教職員が様々な人権
問題についての正しい理解を深め、
人権感覚をより磨いていくため、今
後も継続して実施する必要がありま
す。

３
・次年度も、夏季休業中に転入・新
採用教職員を対象に、現地研修会
を２回開催します。

72

教職員人権教育研修会の実施
※再掲（連番No.１７１）

（継続的取組み）

指導課

・夏季休業中に全教職員を対象に、｢これ
からの人権教育について｣を演題として、
教職員人権教育研修会を４回開催しまし
た。
(参加者数７５７名
 会場１０５名、オンライン６５２名）

・全教職員が参加することにより、教
職員の人権教育の一層の推進に役
立てることができました。

・全教職員が人権感覚をより高める
ため、正しい理解のもと指導に当た
ることができるよう、今後も継続して
実施する必要があります。

３
・次年度も、夏季休業中に全教職員
を対象に、教職員人権教育研修会
を４回開催します。

73

校長同和教育研修会の実施
※再掲（連番No.１７２）

（継続的取組み）

指導課
・市内小・中学校長を対象に、校長同和教
育研修会を開催しました。

・市内全小・中学校長が参加するこ
とにより、差別の実態を学び、部落
差別の解消を目指す学校同和教育
の一層の推進に役立てることができ
ました。

・校長が様々な人権問題についての
正しい理解を深め、人権感覚をより
高めるため、今後も継続して実施す
る必要があります。

３
・次年度も、市内小・中学校長を対
象に、校長同和教育研修会を開催
します。

74

人権教育教職員啓発資料「あ
おぞら」の作成
※再掲（連番No.１７３）

（継続的取組み）

指導課

・教職員人権教育啓発資料｢あおぞら｣を９
月と３月の２回発行し、全教職員や市内公
共施設にも配布しました。
・授業等に活用し、人権意識の啓発を図り
ました。

・全教職員への配布により、教職員
の人権意識を高めることができまし
た。
・市内公共施設に配布し、学校にお
ける人権教育の実施状況につい
て、理解を広めることができました。

・全教職員が人権感覚をより高める
ため、今後も継続して作成する必要
があります。 ３

・次年度も、教職員人権教育啓発資
料｢あおぞら｣を９月と３月の２回発
行し、全教職員や市内公共施設に
も配布します。

75

人権文集「えがお」の作成と積
極的な活用
※再掲（連番No.１６９）

（継続的取組み）

指導課

・人権文集「えがお」を編集し、市内全児童
生徒に配布しました。
・各学校において人権文集「えがお」を発
達段階に応じて活用し、人権教育を推進し
ました。

・人権作文や人権標語を書くことを
通じて、児童生徒一人ひとりの心を
耕すことができました。
・人権文集「えがお」を活用し、児童
生徒の人権意識を高めることができ
ました。

・今後も継続して人権に関わる理解
や、人権意識を高めていく必要があ
ります。 ３

・学校行事や道徳、特別活動等で人
権作文の効果的な活用を進めま
す。

76

心のこもったあいさつの奨励

（継続的取組み）
指導課

・学校便りや学年便り、学級便り、保護者
会や面談等で基本的な生活習慣を見直し
ました。
・学校・家庭・地域がそれぞれの役割を再
確認しました。

・学校・家庭・地域がそれぞれの役
割を再確認し、役割を果たすことで
充実した連携が図れました。

・学校内でのあいさつだけでなく、さ
らに家庭・地域への心のこもったあ
いさつを広げていく必要があります。 ３

・今後、学校・家庭・地域などのさま
ざまな生活の場において、自主性や
自立性をはぐくむ指導を進めます。

２　「人権感覚育成
プログラム」の普及・
活用

77

「人権感覚育成プログラム」の
有効的な活用
※再掲（連番No.１６８）

（継続的取組み）

指導課

・栗橋南小学校に人権教育を主とした研
究委嘱を行い、「多様な他者を認め合うみ
なみっ子の育成」を研究主題とし、ＥＳＤ教
育をはじめとするSDGｓの視点に立った授
業について研究を行うとともに、「人権感
覚育成プログラム」を活用した授業を行い
ました。

・SDGｓの視点に立った授業実践と
ともに、「人権感覚育成プログラム」
を活用した授業を実践することがで
きました。

・「人権感覚育成プログラム」を生か
した授業等を積極的に実践していく
よう、今後も普及・活用していくよう
努める必要があります。

３
・「人権感覚育成プログラム」の一層
の活用を推進するため、研修会へ
の参加を推進していきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ４　学校における人権教育の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

３　人権教育の指導
内容・指導方法の工
夫・改善

78

人権教育の指導内容、指導方
法等についての工夫・改善

（継続的取組み）

指導課

・参加体験型学習（ロールプレイ・ブレイン
ストーミング等）を取り入れた、児童生徒の
主体的な学習活動を促す指導内容・指導
方法の工夫・改善を推進しました。

・「人権感覚育成プログラム」を活用
した授業を実践するなど、指導内
容・指導方法の工夫ができました。

・インターネット上でのトラブルなど、
新たな人権課題に対して、理解を深
めていく必要があります。 ３

・今日的な人権問題に対応する人
権教育を推進するため、研修の実
施を推進していきます。

79

男女共同参画の視点に立った
指導内容、指導方法等の研究

（継続的取組み）

指導課

・校内研修等を通して、全教職員の共通
理解を図り、学校教育全体を通じて、組織
的、計画的、継続的な指導を推進しまし
た。

・人権教育を基盤として、男女平等
の重要性、男女の相互理解と協力
等、男女平等の視点に立った教育
を積極的に進めることができまし
た。

・今後も継続して、教職員への理解
を図っていく必要があります。 ３

･今後も、校内研修を充実し、男女
共同参画の視点に立った指導がで
きるように努めます。

－　17　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ５　自立する力をはぐくむ教育の充実

成果 課題

１　夢と自信をもち、
可能性に挑戦する
ために必要な力の
育成

80

発達段階に応じた体験活動の
計画的な実施
※再掲（連番No.５６）

（継続的取組み）

指導課

・自然体験活動や集団宿泊的活動、文化
的活動やボランティア活動等の豊かな体
験活動において、道徳教育との関連を年
間計画や具体的な実施計画に位置付け、
計画的に実施できるようにしました。新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、集団宿泊的活動を宿泊を伴わない代
替案で実施した学校もありました。

・様々な体験活動を通して、児童生
徒は集団や社会の中で自分の役割
を果たすことや、友人との人間関係
などを実感として学ぶことができまし
た。

・多くの体験活動を実施できる学校
がある一方で、体験活動を実施する
ための人的資源や物的資源の確保
が難しい学校もあることから、各校
の有する人的・物的資源を共有して
いくことが必要です。

３
・各校の有する人的・物的資源を共
有していくための情報交換の機会を
設定します。

81

自立を図るための主体的・能動
的な力を養う体験活動の実施

（継続的取組み）

指導課

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、「市内音楽会」は中止、「小学校陸
上大会」は各学校開催としました。市内
小・中学生が一堂に会すことはできません
でしたが、可能性に挑戦する活動を行い
ました。

・「小学校陸上大会」などに向けて、
自分の通う学校だけでなく、他の学
校の記録を交えた、より大きな目標
に向けて挑戦していく態度を育むこ
とができました。

・主体的・能動的な力の育成のため
に、学校だけでなく社会の中でも自
分の役割を果たせる場の設定が必
要です。

３
・今までの取組みを継承しながら、さ
らに地域社会にある教育資源の発
掘や有効活用を行っていきます。

２　生き方教育とし
ての進路指導・キャ
リア教育の充実

82

発達の段階に応じたキャリア教
育の推進
※再掲（連番No.４６）

（継続的取組み）

指導課

・進路指導・キャリア教育全体計画に基づ
き、各教科、特別活動、総合的な学習の
時間等の中で、職業についての学習や、
進路指導、体験学習を通し、望ましい職業
観の育成に努めました。

・職業に関する学習や、体験活動、
進路学習を行っていくことで、自分
の生き方に通じる職業への関心が
高まりました。

・さらに教育効果を高めていくため
に、教科横断的な視点や、地域の
方などの協力を得て、意識の高揚と
学習内容の充実の両立を図っていく
ことが必要です。

３
・今後は、指導計画に教科横断的な
視点を取り入れ、自己の能力を生か
し社会に貢献していくための資質能
力を育むための学びの充実を図る
必要があります。

83

主体的な進路選択の能力を育
成する社会体験チャレンジの
実施
※再掲（連番No.４７）

（継続的取組み）

指導課

・新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、職場に訪問して行う社会体験チャレン
ジ事業は実施できませんでした。その代わ
りとなる行事や授業を通して、望ましい勤
労観や社会観を身に付ける学習に取り組
みました。

・職業体験に代わる行事や授業を
通して、職業観の育成が図られ、主
体的な態度や社会観が育成されま
した。

・感染不安の中、３日間の社会体験
チャレンジの実施に協力していただ
ける事業所の確保等の課題があり
ます。

３
・事業所の確保等、学校の負担が
増加しています。教育効果が損なわ
れないよう配慮しながら、事業の形
を少しずつ転換していく必要があり
ます。

３　相談・指導体制
の充実

84

教育相談の充実

（継続的取組み）
指導課

・小学校に８名、中学校に１１名の教育相
談員を配置し、悩みのある児童生徒やそ
の保護者に対し、相談活動を行いまいし
た。
（相談件数：小学生１，８１８件、小学生保
護者２３３件、中学生４，２６０件、中学生
保護者７６３件）
・悩みを抱える児童生徒の担任等との連
携を図りました。
・小中一貫教育を推進していることから、
小中学校相談員も連携を図りました。

・相談者に対し、多角的・多面的に
指導、支援をすることができました。
・相談者の孤立感を軽減させること
ができました。
・相談内容によっては、他の支援者
と連携し、問題解決につなげること
ができました。
・小中学校相談員が連携を図ること
で、中１ギャップの軽減につながりま
した。

・相談内容が個人情報のため、丁寧
に扱う必要があり、本人の確認を取
りながら進めるので、思ったようにす
ぐに問題解決には至らないことがあ
ります。
・児童生徒や保護者の悩みの主訴
が解決されるよう、正確な情報を支
援者間でつないでいくことが課題で
す。

３
・教育相談員のスキルの向上を目
指し、講師を招いた研修会等を実施
し、相談員の資質、能力の向上に努
めます。
・正確な個人情報が連携していくこ
とができるよう、作成した支援シート
等を活用していきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ５　自立する力をはぐくむ教育の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

85

心理専門員・スクールソーシャ
ルワーカーによる相談の実施
※再掲（連番No.９２・９５）

（継続的取組み）

指導課

・心理専門員２名、スクールソーシャル
ワーカー２名を配置し、学校と児童生徒、
その保護者との連携や相談活動を行いま
した。
（相談件数：心理専門員３６４件、スクール
ソーシャルワーカー４３０件）
・発達や不登校、引きこもり等の悩みを抱
えている児童生徒、またその保護者に対
しての支援を行いました。また、学校や家
庭との連携強化も図りました。

・専門職を配置したことで、よりよい
指導、支援を行うことができました。
・相談者や学校に対し、多角的、多
面的に指導、支援をすることができ
ました。

・いじめや不登校、引きこもりの児童
生徒やその保護者への支援の在り
方を更に検討していくことです。 ３

・児童生徒やその保護者にとって、
よりよい支援につながる相談体制は
継続しつつ、各専門職に適正な人
数と、専門職間の支援内容の連携
を更に検討し、課題・問題点を解決
していきます。

86

教育相談研修会の実施

（継続的取組み）
指導課

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から研修会が中止になりました。 ―

・相談員のスキル向上をめざし、研
修会をオンラインで開催するなど、
研修のやり方を工夫する必要があり
ます。

-
・相談員の相談スキルのさらなる向
上をめざし、研修会の実施方法や
回数等を検討していきます。

87

生徒指導・教育相談中級研修
会の開催

（継続的取組み）

指導課
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から研修会が中止になりました。 ―

・市主催の３回分の研修について
は、オンラインを活用し、集合型で
はない研修も検討する必要がありま
す。

-
・各学校の研修未参加の教員に参
加を促し、教職員の教育相談スキ
ルを向上させていきます。

４　いじめの防止対
策の推進

88

学校の教育活動全体を通じて
の道徳教育の推進
※再掲（連番No.５５）

（継続的取組み）

指導課

・道徳教育研究委員会を3回開催し、特別
の教科道徳の視点での教材研究と授業実
践を行い実践事例を作成しました。
・実践事例や久喜市独自教材等を活用で
きる「久喜市版道徳教育リーフレット」を作
成しました。

・授業改善につながる実践事例を作
成、情報提供できました。
・久喜市版道徳教育リーフレットを全
教職員が活用できるようになりまし
た。

・久喜市版道徳教育リーフレットを全
教職員が効果的に活用できるように
していく必要があります。 ３

・リーフレットを効果的に活用できる
よう、周知していくとともに、次年度
の研究委員会で内容を深めていき
ます。

89

ネットいじめやネットトラブルか
ら子どもを守る啓発リーフレット
の作成

（目標年度：令和４年度）

指導課
・啓発リーフレットの内容について、久喜市
小・中学校校長会、久喜市PTA連合会と
連携を図りながら検討を行いました。

・啓発リーフレット「久喜市版３つの
スマホルール」（小学校版・中学校
版）を作成することができました。

・ホームページや保護者会等で、啓
発リーフレットの内容について、児
童生徒、保護者、地域に周知し、ト
ラブルの未然防止及び解決法等に
ついて理解を深めていくことが課題
です。

Ａ
・子どもたちがICTを適切、安全に使
いこなすことができるよう、ネットリテ
ラシーを含む情報活用能力の育成
を推進していきます。

90

放射線等に関する発達段階に
応じた指導

（継続的取組み）

指導課

・中学校学習指導要領の理科第一分野に
おいて放射線等に関する学習をするだけ
でなく、発達段階に応じて放射線等の基本
的な性質について理解を深めました。

・放射線等に関する副読本を活用
し、基本的な性質について理解を深
めることができました。

・指導する教員にも正しい知識の習
得が必要です。 ３

・ICTを活用し、指導に有効となる資
料や情報等を積極的に教員に提供
していきます。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ５　自立する力をはぐくむ教育の充実

成果 課題
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担当課 取組み内容

91

いじめの早期発見・早期対応・
早期解決に向けた取組の推進

（継続的取組み）

指導課

・久喜市いじめの防止等のための基本方
針をもとに各学校において、いじめアン
ケートや教育相談を実施し、児童生徒一
人ひとりと面談する機会を設け、いじめの
早期発見、早期対応を図りました。
・いじめの認知件数と解消率は、小学校で
は５９１件で７６．３％、中学校は５５件で８
５．５％でした。

・いじめの未然防止をすることがで
き、重大事態にならないように対応
することができました。

・いじめの解消に向けて取り組み中
のものについても、継続して指導、
支援を行っていくことが必要です。
・各学校いじめ防止基本方針をもと
に着実に取り組みを実行できるよ
う、継続して点検していくことが必要
です。

３
・いじめの未然防止や重大事態とな
らないように、今までの良い取組み
を継続して行っていくと同時に、各学
校いじめ防止基本方針をもとに着実
に取組みを実行できるよう、継続し
て点検していきます。

92

心理専門員・スクールソーシャ
ルワーカーによる相談の実施
※再掲（連番No.８５・９５）

（継続的取組み）

指導課

・心理専門員２名、スクールソーシャル
ワーカー２名を配置し、学校と児童生徒、
その保護者との連携や相談活動を行いま
した。
（相談件数：心理専門員３６４件、スクール
ソーシャルワーカー４３０件）
・発達や不登校、引きこもり等の悩みを抱
えている児童生徒、またその保護者に対
しての支援を行いました。また、学校や家
庭との連携強化も図りました。

・専門職を配置したことで、よりよい
指導、支援を行うことができました。
・相談者や学校に対し、多角的、多
面的に指導、支援をすることができ
ました。

・いじめや不登校、引きこもりの児童
生徒やその保護者への支援の在り
方を更に検討していくことです。 ３

・児童生徒やその保護者にとって、
よりよい支援につながる相談体制は
継続しつつ、各専門職に適正な人
数と、専門職間の支援内容の連携
を更に検討し、課題・問題点を解決
していきます。

５　不登校の防止対
策の推進

93

不登校の解消を図る指導・支
援体制の充実

（継続的取組み）

指導課

・スクールソーシャルワーカー、スクールカ
ウンセラー、心理専門員、適応指導教室
等と連携を図り、必要に応じて子ども未来
課等、福祉関係各課とも情報を共有し連
携しながら、指導や支援を進めました。
（ＳＳＷ２名、ＳＣ９名、心理専門員２名）
（適応指導教室４教室、室長１名、指導員
１０名）

・様々な方面からの情報提供があ
り、各専門職が関わり情報を共有
し、ケース会議等を行い、学校と各
専門職や福祉関係等の支援者と連
携を図り、効果的な不登校対策を推
進できました。
（令和２年度現状値：小学校５６人
（０．８０％）中学校１２４人（３．４
７％））

・個人情報の共有や交換となるた
め、情報の取り扱いには十分注意
し、正しい情報が提供できるようにし
ていくことです。

３
・不登校や引きこもりの児童生徒や
その保護者にとって、よりよい支援
につながる支援体制は継続しつつ、
各専門職に適正な人数と、専門職
間の支援内容の連携を更に検討
し、課題・問題点を解決していきま
す。

94

適応指導教室訪問指導員・相
談員による家庭訪問指導、相
談の実施

（継続的取組み）

指導課

・適応指導教室訪問指導員と訪問相談員
が行っていた訪問指導と訪問相談を、適
応指導教室指導員、相談員とスクール
ソーシャルワーカーとの連携の中で行いま
した。家庭に引きこもっている児童生徒、
またその保護者に対しての支援を行いま
した。
（適応指導教室指導員10名・スクールソー
シャルワーカー2名）
家庭訪問の対応件数2件

・引きこもりの児童生徒、またその保
護者に対しての家庭訪問による相
談や支援、その後の学習指導を行う
ことができました。また、適応指導教
室への通級へとつなげることもでき
ました。
・社会的自立に向けた支援として、
家庭訪問での相談や学習指導が必
要な段階の引きこもりの児童生徒に
対し、関係機関と連携し、学校生活
以外のことにも相談にのるなど、広く
支援を行うことができました。

・スクールソーシャルワーカーがつ
なぎ役となり、家庭訪問等を行いま
したが、適応指導教室への通級等、
自ら外に出て支援を受けに来る段
階までもっていくことです。

３

・家庭に引きこもっている児童生徒
への支援を行うため、福祉関係との
連携を図ることができるスクール
ソーシャルワーカーの勤務日数を増
加し、児童生徒の保護者への働き
かけを行います。また、今後も、児
童生徒の家庭への訪問指導・相談
は、スクールソーシャルワーカーと
適応指導教室指導員が行います。

－　20　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ５　自立する力をはぐくむ教育の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

95

心理専門員・スクールソーシャ
ルワーカーによる相談の実施
※再掲（連番No.８５・９２）

（継続的取組み）

指導課

・心理専門員２名、スクールソーシャル
ワーカー２名を配置し、学校と児童生徒、
その保護者との連携や相談活動を行いま
した。
（相談件数：心理専門員３６４件、スクール
ソーシャルワーカー４３０件）
・発達や不登校、引きこもり等の悩みを抱
えている児童生徒、またその保護者に対
しての支援を行いました。また、学校や家
庭との連携強化も図りました。

・専門職を配置したことで、よりよい
指導、支援を行うことができました。
・相談者や学校に対し、多角的、多
面的に指導、支援をすることができ
ました。

・いじめや不登校、引きこもりの児童
生徒やその保護者への支援の在り
方を更に検討していくことです。 ３

・児童生徒やその保護者にとって、
よりよい支援につながる相談体制は
継続しつつ、各専門職に適正な人
数と、専門職間の支援内容の連携
を更に検討し、課題・問題点を解決
していきます。

６　非行・問題行動
の防止対策の推進

96

学校・家庭・地域が一体となっ
た積極的な生徒指導の推進

（継続的取組み）

指導課

・各学校で生徒指導推進委員会を実施
し、学校・家庭・地域・関係機関との連携を
図りました。
・学校運営協議会等を中心に、学校・家
庭・地域との連携を強化し、非行・問題行
動の予防・根絶を図りました。

・校内での情報共有や関係機関・地
域との連携の中で、問題行動の早
期発見を図ることができました。

・学校、家庭、地域、関係機関、それ
ぞれの立場でできることや役割を明
確にし、組織が連携して取り組んで
いく必要があります。

３ ・今後も組織的な連携のさらなる充
実を図ります。

97

非行・問題行動の防止策の推
進

（継続的取組み）

指導課
・久喜警察署、幸手警察署管内学校警察
連絡協議会を開催しました。
(各年３回実施）

・交通事故、非行問題行動の現状に
ついての情報交換など、久喜警察
署、幸手警察署との連携が強化さ
れました。

・緊急事態や様々なに事案に対応
できるよう日頃から連携を密にし、
情報を共有しておく必要がありま
す。

３
・細やかな連携を図り、重大事案が
起こった時だけでなく、日頃から児
童生徒の健全な育成に努めていき
ます。

７　インクルーシブ
教育体制の整備・充
実

98

特別支援教育巡回指導、県立
特別支援学校との連携

（継続的取組み）

指導課

・久喜市心理専門員を派遣し、対象児童・
生徒の支援方法について校内研修等、延
べ３４回実施することができました。
・特別支援学校のセンター的機能を活用
し、巡回支援及び教育相談を実施しまし
た。
（小学校４３回、中学校５回）

・臨床心理士による、より専門的な
立場からの児童・生徒の困り感や障
がいの状況、その子に合った支援
方法、教育的ニーズは何かについ
て、指導・助言を得ることができまし
た。
・特別支援学校のセンター的機能の
活用回数が増えました。

・モデル授業を基に特別支援学級
の優れた実践を各校に広げるなど、
授業の改善を図ることが必要です。 ３

・特別支援学校のセンター的機能に
ついて、校長会で周知し、活用を推
進していきます。

99

適切な就学支援の推進
※再掲（連番No.１０５）

（継続的取組み）

指導課

・障がい児就学支援委員会を４回開催し、
委員会の意見を生かし、保護者と合意形
成を図りながら適切な学習形態を選ぶよう
支援しました。
・未就学児・在学児童・生徒について学校
や関係機関と連携し、就学支援を進めま
した。
・久喜市教育相談室を隔週水曜日に開設
しました。
（就学相談件数：指導課６６件、面接相談
室７４件）

・６１７人の未就学児、小・中学校児
童・生徒の就学について、障がい児
就学支援委員会で審議され、適切
に就学先を決めることができまし
た。

・児童・生徒数が減少している中、
支援を必要とする児童・生徒が増加
しているため、支援体制の整備が必
要です。

３
・障がい児・就学支援委員会の内容
を精選し、丁寧に審議できるようにし
ます。
・関係機関と連携し適切な就学支援
を行えるよう体制を整備します。

－　21　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ５　自立する力をはぐくむ教育の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

100

特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒に対する指導方法
の共通理解

（継続的取組み）

指導課

・個別の指導計画・支援計画の作成につ
いて「できること」を中心に記述するよう指
導助言しました。
・特別支援教育指導員を市内３４校に派遣
し特別な教育的支援を必要とする児童生
徒に対する指導方法について助言を行い
ました。

・特別な教育的支援を必要とする児
童生徒への支援の仕方の具体的な
手立てを考える機会となりました。

・児童・生徒の見立てについて多面
的な理解ができるようにすることや、
その子の特性に合わせ、得意なとこ
ろを伸ばす指導の工夫に視点を当
て指導方法を工夫改善することが
必要です。
・コロナウイルス感染拡大防止の観
点から研修が実施できなかったの
で、理解を深める研修の実施の必
要があります。

３
・市内全特別支援学級に特別支援
教育指導員を派遣し、授業改善や
環境づくり、児童・生徒の見立てなど
の指導・助言を行う体制づくりをしま
す。
・研修の実施について検討していき
ます。

101

通級指導教室の運営の充実

（継続的取組み）
指導課

・年間活動計画を作成し各学校に啓発し
ました。
・通級指導教室担当による在籍校訪問を
実施し、各校との連携を強めました。

・通級指導教室に係る事務処理の
手続きに年間活動計画が入ったこと
で１年間の見通しや共通理解が保
護者と在籍校で図れるようになりま
した。

・通級指導教室への相談人数が増
えている中、時間割の組み方や教
育相談対応の児童への適切な支援
について改善する必要があります。
・コロナウイルス感染拡大防止の観
点から研修が実施できなかったの
で、理解を深める研修の実施の必
要があります。

３
・時間割の工夫や通級指導教室の
増設の方向で検討するなど、指導
体制を整えていきます。
・研修の実施について検討していき
ます。

102

特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒の支援の充実

（継続的取組み）

指導課

・教育活動指導員４７人、教育活動支援員
１３人を適切に小・中学校に配置し、児童・
生徒への個別の支援を行いました。
・臨時休業後の児童生徒への支援を行う
ため、教育活動指導員３３人、教育活動支
援員１０人を小・中学校に配置し、個別の
支援を行いました。

・コロナ禍で、感染拡大防止策を講
じながらの教育活動を行う上で、よ
り丁寧な個別の支援を行うことがで
きました。

・小・中学校では個別の支援が必要
な児童・生徒が増え、学校や保護者
からの要望もあるため、教育活動指
導員・教育活動支援員の増員を検
討していく必要があります。
・コロナウイルス感染症感染対策の
観点から研修が実施できなかった
ので、理解を深める研修の実施の
必要があります。

３
・児童・生徒が安心・安全で適切な
支援を受けられるよう教育活動指導
員を増やすための働きかけを続け
ていきます。
・研修の実施について検討していき
ます。

103

支援籍学習の充実

（継続的取組み）
指導課

・特別支援学校の児童生徒21名が各小・
中学校での支援籍学習に円滑に取り組め
るよう、連絡調整を行いました。
・特別支援学校の児童生徒の保護者に案
内する際に、支援籍交流について説明し、
良さを伝えました。

・児童・生徒が支援籍学習に参加す
ることで、地元の小・中学校とのつな
がりを自覚し、自立する力をはぐくむ
ことができました。

・中学校での支援籍学習の実施が
少ないことが課題です。 ３

・就学相談で支援籍学習を紹介し、
中学生の実施の効果を保護者や学
校に広めるなどインクルーシブ教育
を推進します。

104

「個別の支援計画・指導計画」
の作成と活用の推進

（継続的取組み）

指導課

・「個別の支援計画・指導計画」の作成の
仕方について、特別支援教育指導員を指
導助言のために派遣しました。
・記入上の留意点や記入例を小・中学校
の特別支援教育コーディネーターに配布
し説明し、また、定例校長会・教頭会でも
管理職に内容を知らせました。

・「できること」を中心に記入するこ
と、保護者への公開、共通理解が図
れるように配慮することなど啓発す
ることができました。

・通常学級に在籍する児童・生徒に
も、支援が必要とする場合には作成
することが必要です。 ３

・教育活動指導員・支援員が支援す
る児童・生徒に対しては通常学級の
場合にも作成するよう進めていきま
す。

－　22　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ５　自立する力をはぐくむ教育の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

８　就学支援・相談
の充実

105

適切な就学支援の推進
※再掲（連番No.９９）

（継続的取組み）

指導課

・障がい児就学支援委員会を４回開催し、
委員会の意見を生かし、保護者と合意形
成を図りながら適切な学習形態を選ぶよう
支援しました。
・未就学児・在学児童・生徒について学校
や関係機関と連携し、就学支援を進めま
した。
・久喜市教育相談室を隔週水曜日に開設
しました。
（就学相談件数：指導課６６件、面接相談
室７４件）

・６１７人の未就学児、小・中学校児
童・生徒の就学について、障がい児
就学支援委員会で審議され、適切
に就学先を決めることができまし
た。

・児童・生徒数が減少している中、
支援を必要とする児童・生徒が増加
しているため、支援体制の整備が必
要です。

３
・障がい児・就学支援委員会の内容
を精選し、丁寧に審議できるようにし
ます。
・関係機関と連携し適切な就学支援
を行えるよう体制を整備します。

106

心理専門員による相談・検査
の実施

（継続的取組み）

指導課

・心理専門員を配置し、様々な課題のある
児童生徒、またその保護者に対しての相
談、助言を行いました。また、その際、必
要がある児童生徒に対しては、発達心理
検査等を行い、児童生徒のよりよい成長
と、保護者と学校への支援を行いました。
（心理専門員２名、相談・検査等対応件数
２８件）

・様々な課題のある児童生徒、また
その保護者に対して相談・助言を
し、児童生徒の成長や生活に対して
のアドバイスを行うことができまし
た。
・発達心理検査等を行うことで、児
童生徒、またその保護者、学校への
支援につなげることができました。

・小・中学校に配置されている県費
のスクールカウンセラー（臨床心理
士）の活用をする前に、久喜市心理
専門員への依頼が来ることが多く
なってしまっていたので、臨床心理
士の活用に関するマニュアル等を
整えました。まだ、浸透していないの
で、実践しながら活用していく必要
があります。

３

・令和元年度から、小学校にも県費
のスクールカウンセラーが配置され
たため、「教育相談のリーフレット」を
作成し、相談の流れ（臨床心理士の
活用順）について明記しました。ま
た、教育相談についてのガイドライ
ンを作成したので、実践、活用し、各
専門職の活用の流れを整えていき
ます。

９　日本語指導の推
進

107

小・中学校に在籍する外国籍
児童生徒の日本語指導の推進

（継続的取組み）

指導課

・小学校１１校、中学校６校に在籍する日
本語指導が必要な児童生徒４３名を対象
に５名の日本語指導員を配置し、個々の
レベルに応じて指導を行いました。

・個別指導を基本とした丁寧な指導
を積み重ねることにより、「話すこと」
「読むこと」については、多くの児童
生徒に大きな成果が見られました。

・漢字や文章を書くことについては、
さらなる指導の工夫や時間の確保
が必要です。
・中学校については、教科書や授業
の内容を理解するための学習言語
の習得に向けた指導が課題です。

３
・外国籍児童生徒は、これからさら
に増えていくことが予想されるため、
指導の効率化及び実践的な指導の
充実はもとより、指導員の増員も検
討していきます。

108

ユニバーサルデザインの授業
の推進

（継続的取組み）

指導課

・令和元年度から令和３年度の研究として
多様な教育ニーズに対応するUDを取り入
れた授業研究を清久小学校に委嘱し、研
究実践の推進を図りました。

・清久小学校では、「久喜市版未来
の教室の創造～一人一台タブレット
の導入による個別最適化の学習
～」を研究主題とし、、個別支援の
方法の一つとしてICTの有効な活用
法を、市内外の教職員、関係各機
関に、実践内容とを広めることがで
きました。

・清久小学校の授業の取組みが、
久喜市内の小・中学校で広く実践さ
れていくことが課題です。 ３

・清久小学校の授業の取組みが、
久喜市内の小・中学校で広く実践さ
れていくように、各小・中学校と共に
授業研究等を行っていきます。

１０　教育センターの
整備

109

就学相談・発達相談の充実

（継続的取組み）
指導課

・特別支援教育や生徒指導など、教育相
談に係る情報を共有できるようにしまし
た。
・特別支援教育と生徒指導の担当指導主
事を同じチームとして業務を行う組織にし
ました。

・教育相談や生徒指導関係、就学
相談関係の情報が共有化できるよ
うな体制が整備されました。
・就学相談や発達の相談に対し、３
人体制で相談を行うことができ、業
務の効率化が図られました。

・教育センターに教育相談の部屋と
機能を設置し、市民にサービスを早
く提供することが急務です。 ３ ・教育センター設置に向けて人、モ

ノ、施設の整備を前進させます。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ５　自立する力をはぐくむ教育の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

110

関係機関との連携

（継続的取組み）
指導課

・幼稚園、保育所、認定子ども園、保健セ
ンターや障がい者福祉課、子ども未来課、
県立特別支援学校、放課後デイサービ
ス、スクールソーシャルワーカー、スクー
ルカウンセラー、心理専門員、特別支援教
育指導員、ことばの教室指導員等、必要
に応じて相談ができるよう体制を整えまし
た。

・フリースクールについての情報や
児童相談所などが家庭に訪問する
際の留意点など専門的な立場から
助言を得られました。

・教育センター機能を教育センター
に集約することで、情報共有と関係
機関との円滑な連携を図ることが必
要です。

３
・教育センターの方向性が定まるま
でに関係機関、関係職員が連携を
円滑にできる体制整備を進めます。

111

教職員研修の実施

（継続的取組み）
指導課

・教職員の資質能力の向上を図るため、
オンラインを活用して、各種研修会を実施
しました。
（参加者数：通級指導１回３１名、ＩＣＴ活用
７回のべ２３８名、ミドルリーダー３回のべ
１０８名、校長先進校視察１回３４名）
・通年で各小・中学校の校内研修支援を
実施しました。（年間３４回）

・教職員の資質能力の向上を図るこ
とができました。

・これまで実施してきた研修を見直
し、キャリア段階や教職員の特質・
関心に応じ体系化された研修計画
の作成が必要です。

３
・これまで実施してきた研修を抜本
的に見直し、キャリア段階や教職員
の特質・関心に応じ、研修計画全体
を整理・体系化します。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ２　「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実

施　　策 ６　安全教育の充実

成果 課題

１　児童生徒の危機
回避能力の育成

112

実践的な災害対策訓練の実施
支援

（継続的取組み）

指導課

・災害図上訓練ＤＩＧ（大きな地図をみんな
で囲み、経験したことのない災害をイメー
ジして地域の課題を発見し、災害対応や
事前の対策などを検討するための手法）
の研修を実施しました。(江面第一小、菖
蒲東小、栗橋西小、上内小、砂原小にて
各１回実施、２３７名参加）

・災害図上訓練ＤＩＧを取り上げ、研
修を行うことで、学校に取組みを広
げることにつながりました。
・学校での取組みが家庭、地域に広
がり、地域一体で実践的な災害対
策訓練を実施することができまし
た。

・児童と保護者だけでなく、地域と連
携した取組みになることが望まれま
す。 ３

・今後は、実践的な災害対策訓練を
さらに市内に拡大していけるよう努
めます。

113

「共助」の精神をはぐくむ安全
教育の推進

（継続的取組み）

指導課

・安全教育年間指導計画に沿って、計画
的に安全教育を推進しました。
・図上訓練ＤＩＧ、避難訓練、引渡し訓練
等、保護者と地域とともに、訓練を行いま
した。

・児童生徒の防災意識の向上につ
ながり、「共助」の精神の高まりが見
られました。
・保護者、地域とともに災害図上訓
練ＤＩＧを行ったことで、近隣の方の
間にも「共助」の精神の高まりが見
られました。

・実践行動につながるよう、学校、家
庭、地域の連携の強化が必要で
す。 ３

・今後はさらに学校が核となり、地域
社会への「共助」の精神を育んでい
けるよう連携強化に努めていきま
す。

２　交通安全教育の
充実

114

児童生徒の交通安全意識の向
上

（継続的取組み）

指導課

・交通安全教室を開催しました。
（各校年１回）
・学校便り、学年便り、朝会等で交通事故
防止についての啓発を行いました。
・長期休業日前には、交通事故等安全に
気をつけるよう確認をしました。

・交通安全教室を開催し、横断の仕
方や自転車の乗り方の指導を行っ
たことにより、登下校を含む学校生
活での安全意識が向上しました。

・管理外での自転車事故があったの
で、自転車事故防止への取組みが
今後さらに必要です。 ３

・交通安全教室、便り、朝会等での
啓発だけでなく、授業等教育活動の
中でも啓発を進めていきます。

３　学校の危機管理
体制の整備・充実

115

危機管理マニュアルの整備・改
善

（継続的取組み）

指導課

・文科省で作られた「生きる力をはぐぐむ
安全教育」の資料を学校に周知し、従来
の危機管理マニュアルを見直しました。
・組織として機動的に対応できる救急及び
緊急連絡体制を整え、危機管理体制を整
備しました。

・危機管理マニュアルの見直しを働
きかけたことで、より実践的なマニュ
アル整備につながりました。

・より実践的なマニュアルとなるよ
う、引き続き見直し、整備が必要で
す。 ３ ・今後も、マニュアルの見直しを定期

的に行い、危機管理に努めます。

４　防災に係る教職
員の研修の実施

116

学校における危機管理能力の
向上

（継続的取組み）

指導課

・様々な災害に対する危機管理について、
各学校の実態に合わせた研修を行いまし
た。
・心肺蘇生法（ＡＥＤ）研修や、地域の危険
箇所等を情報交換し、危機管理能力を高
めるための研修を行いました。
（市内各学校１回実施、参加者数７４０人）

・学校の実態を踏まえ、新しい視点
で研修計画を立て、様々な災害や
事故を想定した研修を実施したこと
が、教職員の危機管理能力の向上
につながりました。

・地震、火災、不審者等危機管理能
力を高めるだけでなく、洪水等その
他の防災についても危機管理能力
を高めていく必要があります。

３
・今後も、様々な防災に係る研修や
実践の工夫、充実に努め、教職員
の危機管理能力の向上を図ります。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ３　信頼される学校づくりの推進

施　　策 １　教職員の資質・能力の向上

成果 課題

１　教職員研修の充
実

117

服務出前研修の実施

（継続的取組み）
指導課

・夏季休業中に指導主事が市内小・中学
校に出向き、各学校の教職員を対象に服
務規律の徹底や不祥事根絶に関する内
容の研修を実施しました。
（３４校全てで実施・参加者数７５７人）

・教職員が職責や服務遵守の重要
さについて改めて実感することがで
きました。

・不祥事根絶が喫緊の課題であるこ
とから、研修を継続して行う必要が
あります。 ３ ・市内すべての小・中学校で服務出

前研修を行います。

118

ミドルリーダー研修会の実施

（継続的取組み）
指導課

・教職員の資質や能力の向上を目指し、
市内校長３４名が講師となる研修会を３回
（全体研修２回、テーマ別研修１回の４
テーマ）実施しました。
（参加者数３６人）

・全体研修の他、校内研修における
役割、校務分掌主任としての役割な
ど、テーマごとに研修を行い、理解
が深まりました。
・ディスカッションを通して、ミドル
リーダーとしての自覚が高まりまし
た。

・ミドルリーダーのさらなる活躍が期
待されるため、研修生の実態に合わ
せ、研修会の内容をより一層充実す
る必要があります。

３
・研修会への参加を呼びかけるとと
もに、講師となる市内校長３３名と協
議し、研修内容を充実するようにし
ます。

119

臨時的任用教職員服務研修の
実施

（継続的取組み）

指導課

・今年度は新型コロナウイルス感染症対
策として、非集合型（所属校研修）としまし
た。
・教職員としてのあるべき姿や服務規律の
徹底などに関する内容の研修を２回実施
しました。
(２回とも資料を配付。参加者数①４月：１１
６人、②１２月：１１６人）

・公務員として服務規律を遵守する
ことの重要さや職責の重さ、臨時的
任用教職員の任用条件等について
の理解が深まりました。

・経験年数の浅い臨時的任用教職
員も多数いるため、研修を継続して
行う必要があります。 ３

・不祥事根絶のために、特にわいせ
つ・ハラスメント・体罰・交通事故・会
計事故等の具体的な事例を取り上
げた演習を、年２回継続して行いま
す。

120

校内倫理確立委員会の充実の
ための市内小・中学校への指
導の実施

（継続的取組み）

指導課

・校内で計画的に教職員事故の事例や教
職員としての勤務のあり方について話し合
い、教職員としての倫理観を高めるよう、
校長会や教頭会、学校管理訪問等におい
て指導しました。

・教職員が公務員としての倫理観を
高めるとともに、責任と使命を強く自
覚することができました。
・資料の整理と指導内容を記録し、
指導の徹底を図ることができまし
た。

・各学校の教職員の実態に合わせ、
校内倫理確立委員会の内容をより
一層充実する必要があります。 ３

・校長会や教頭会と連携し、教職員
の実態に合わせた事例を取り上げ
る等、校内倫理確立委員会の内容
をより一層充実できるようにします。

２　校内研修の活性
化の指導・支援

121

市教育委員会・東部教育事務
所教育支援担当・学力向上推
進担当学校訪問の実施

（継続的取組み）

指導課
・市教育委員会・東部教育事務所教育支
援担当・学力向上推進担当学校訪問を全
３４校で実施しました。

・全教職員による公開授業及び研究
授業、又は授業動画の配信等にお
いて、授業の工夫改善が進められ、
教職員の指導力向上を図ることが
できました。

・より質の高い教育を提供するため
には、教職員の授業力向上は必須
であり、より一層充実する必要があ
ります。
・オンライン授業における指導法の
研修を充実する必要があります。

３
・全小中学校で市教育委員会・東部
教育事務所教育支援担当・学力向
上推進担当学校訪問を実施します。
・指導を担当する指導主事の指導
力向上を図ります。

122

教育委員会指導課学校訪問の
実施

（継続的取組み）

指導課
・市教育委員会研究委嘱の指導・助言の
ための指導課訪問を研究委嘱校の１１校
で実施しました。

・各校の取組みについて情報交換・
共通理解を図ることで、今後の学校
教育のあり方について研究を推進
することができました。

・コロナ禍において、研究内容を効
率的かつ効果的に共有する体制づ
くりが課題です。 ３

・ICTを活用して、コロナ禍における
より効率的・効果的な共有の方策を
研究します。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ３　信頼される学校づくりの推進

施　　策 １　教職員の資質・能力の向上

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

４　教職員の健康管
理・メンタルヘルス
の推進

123

教職員の健康管理のための健
康診断の実施、健康相談の充
実及び安全衛生管理体制の推
進

（継続的取組み）

指導課

・夏季休業中に教職員定期健康診断を３
会場で実施しました。
（受診者３２７人）
・全小・中学校で健康管理医による教職員
の健康相談・健康指導を実施しました。
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から養護教諭のB型肝炎の検査を中止
しました。
・全小・中学校の実働教職員（７３５人）に
対して、ストレスチェックを実施しました。

・人間ドック受診者等を除く全職員
が健康診断を受診することができ、
また健康管理医による保健指導や
健康相談、疾病予防及び健康管理
医による相談事業の充実が図られ
ました。
・教職員の心の健康の保持増進・予
防のため、心理的な負担の程度を
把握できました。

・今後は教職員の心身の健康増進
を図ることが課題です。 ３

・教職員の心身の健康増進支援の
ため、健康診断やストレスチェック等
の整備を進めていきます。

124

スクール・サポート・スタッフの
配置

（継続的取組み）

指導課

・働き方改革推進のため３校（久喜東小、
栗橋小、菖蒲南中）に、スクール・サポー
ト・スタッフを配置しました。
※新型コロナウイルス感染症対策のため
のスクール・サポート・スタッフを追加で２８
校に配置しました。

・令和元年度と令和２年度の時間外
勤務を比較した結果、一人当たり一
か月平均４．２時間減少しました。
・学校から、大変有効に活用でき
た。（校内の消毒作業等の感染症対
策、教材研究等の時間の確保）との
報告がありました。

・市内の教職員の負担感の軽減、
働き方改革の推進のために、限ら
れた人的予算の中でスクール・サ
ポート・スタッフの配置を継続的に取
り組んでいくことが課題です。

３
・スクール・サポート・スタッフの配置
を継続的に取り組み、市内の教職
員の負担感を軽減させ、働き方改革
を推進していきます。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ３　信頼される学校づくりの推進

施　　策 ２　学校・家庭・地域が一体となった教育の推進

成果 課題

１　学校運営協議会
の活動の充実

125

各学校における学校運営協議
会への指導・支援の実施

（継続的取組み）

指導課
・各指導主事が、担当校の学校運営協議
会へ参加しました。
（３４回参加）

・各校での取組みや様子を把握する
とともに、他校の実践等情報提供す
ることができました。

・各学校の学校運営協議会が充実
してきているため、久喜市学校運営
協議会推進計画を見直すことが考
えられます。

３
・さらなる学校運営協議会の充実を
目指し、久喜市学校運営協議会推
進計画の見直しについて検討してま
いります。

126

学校運営協議会委員の研修会
の実施

（継続的取組み）

指導課
・年間１回の全体研修会を実施し、各校の
実践発表を実施しました。（市内全小中学
校参加）

・各校の取組みを情報交流すること
ができました。
・学校運営に対して適切な助言をい
ただくことができました。

・各校の取組みを共有する機会を充
実する必要があります。 ３

・他校の学校運営協議会に参観者
として参加したり、研修資料を共有
するフォルダを設け、他校の資料を
見られるようにします。

３　学校・家庭・地域
の連携強化による
学校マネジメントの
推進

127

家庭・地域への学校の取組の
積極的な公開の実施

（継続的取組み）

指導課

・学校のホームページや学校だより等を活
用して、情報発信を実践しました。学校行
事や土曜参観等において、学校の公開を
行いました。

・学校の教育活動をホームページや
学校だより等を通じて、積極的な情
報発信ができました。
・ホームページの更新回数が増え、
内容も充実してまいりました。

・ホームページの更新回数に差があ
ります。 ３ ・ホームページ提携会社と連携し、

さらに内容を充実させます。

128

地域学習の計画的・継続的な
実施

（継続的取組み）

指導課

・道徳や総合的な学習の時間・家庭科等
において、ゲストティーチャーとして、学校
応援団の方が、専門的な指導・支援を行
いました。

・地域に対する興味関心を高めるこ
とができました。
・学習する内容がより身近になり、
主体的な学びの推進に寄与するこ
とができました。

・地域によって協力いただける人材
の確保が難しい場合があります。
・コロナ禍の影響もあり、お手伝いい
ただける回数が減ってしまいまし
た。

３
・学校運営協議会や学校応援団等
と連携し、学校区の枠を超えて、人
材を共有できるように働きかけま
す。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ３　信頼される学校づくりの推進

施　　策 ３　安全の確保

成果 課題

１　防犯対策の充実 129

防犯カメラの活用及び小学校
安全監視員の配置

（継続的取組み）

学務課

・市内全小学校に安全監視員を配置し、
立哨や校内巡回を実施することで、学校
内における児童の安全確保に努めまし
た。
（市内小学校２３校各１名配置　全２３名配
置）
・不具合が生じた防犯カメラを適正に作動
させるため、修繕を行いました。
（修繕箇所４箇所）

・小学校安全監視員が立哨や校内
巡回を実施することで、児童の安全
確保に寄与することができました。
・不具合が生じた防犯カメラの修繕
を行い、適正な見守り体制を図るこ
とで、児童の安全確保に寄与するこ
とができました。

・安全監視員の高齢化が進んでい
るため、新たな人材を確保する必要
があります。 ３

・今後も引き続き、市内小学校に安
全監視員を配置し、校内での教育
活動中の児童の安全確保を図って
いきます。
・防犯カメラの適正な維持管理に努
めていきます。

130

市職員による通学路巡回パト
ロールの実施

（継続的取組み）

学務課

・児童生徒の下校時間帯（午後３時から午
後４時）に市職員による巡回パトロールを
実施し、下校時における児童生徒の安全
確保に努めました。

・巡回パトロールを実施することで、
犯罪抑止効果を高め、児童生徒の
安全確保に寄与することができまし
た。
・不審者情報があった場合は当該
箇所を重点的に巡回するなど、児童
生徒の安全な下校環境の確保に寄
与することができました。

・不審者情報が寄せられた箇所へ
の対応など、限られた時間で、効果
的に通学路を巡回する必要がある
ため、巡回パトロールの実施方法等
について検討する必要があります。

３
・今後も引き続き、通学路の巡回パ
トロールを実施し、児童生徒の安全
な下校環境の確保を図っていきま
す。

131

防災行政無線による帰宅を促
す放送の実施

（継続的取組み）

学務課
・夕方に防災行政無線による児童生徒の
帰宅を促す放送を実施し、児童生徒が安
全に帰宅できるように努めました。

・児童生徒の帰宅を促す放送を実
施することで、帰宅時における児童
生徒の安全確保に寄与することが
できました。

・文章の区切り方や間のあけ方を工
夫し、放送が反響しないようにする
必要があります。 ３

・今後も引き続き、防災行政無線に
よる帰宅を促す放送を実施し、帰宅
時における児童生徒の安全確保を
図っていきます。

132

不審者等に関する情報を関係
機関に提供

（継続的取組み）

学務課

・不審者等に関する情報を学校・保護者・
関係機関に提供し、注意を促すことで、児
童生徒の安全確保に努めました。
（情報提供件数３２件）

・不審者情報を学校等に提供し、学
校内での注意喚起、市職員による
巡回パトロールでの注意喚起に役
立て、児童生徒の安全確保を図るこ
とができました。

・不審者等に関する情報があった箇
所については、重点的に巡回パト
ロールを実施する必要があります
が、全部を巡回できないため、不審
者に関する情報を精査し、特に巡回
が必要な箇所を設定する必要があ
ります。

３
・今後も引き続き、不審者等に関す
る情報を関係機関に提供し、注意喚
起をすることで、児童生徒の安全確
保を図っていきます。

２　交通安全対策の
充実

133

通学路の安全点検の実施、通
学路の整備の推進

（継続的取組み）

学務課

・通学路の危険箇所の把握を行うよう各学
校に指示しました。
・関係各課へ通学路の危険箇所に関する
情報提供を行い、通学路の安全確保を図
りました。

・通学路の危険箇所について、関係
課と連携、情報共有を行い、通学路
の安全確保を図ることができまし
た。

・道路管理者が異なっている場合、
迅速な対応が難しいため、関係機
関との連携を図っていく必要があり
ます。

３
・児童生徒の通学時の安全を確保
するため、今後も引き続き関係課と
連携を図り、通学路の安全対策の
充実に努めます。

３　施設・設備の安
全対策の実施

134

施設・設備の安全対策の実施

（継続的取組み）
学務課

・児童生徒が安全に遊具を使用できるよ
う、遊具の点検、設置、撤去を行いまし
た。
（設置件数４件、撤去件数１７件）

・令和元年度に実施した点検結果で
使用禁止と判定された遊具を撤去
し、新たな遊具を設置することで、児
童生徒が安全に遊具を使用できる
環境を整えることができました。

・点検により使用禁止と判定された
多くの遊具を撤去したため、順次、
新たな遊具を設置していく必要があ
ります。

３
・今後も児童生徒が安全に遊具を使
用できるよう、引き続き点検を行い、
点検結果に応じた対策を行うととも
に、遊具を撤去した学校に、順次、
遊具を設置していきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

－　29　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ３　信頼される学校づくりの推進

施　　策 ３　安全の確保

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

４　小・中学校等放
射線量測定の実施

135

小・中学校等の空中放射線量
等の測定

（継続的取組み）

学務課

・小・中学校及び公立幼稚園において空
間放射線量の定点測定（９箇所）と局所的
に放射線量が高いと予想される箇所（２４
箇所）の放射線量の測定を実施しました。

・全ての箇所における測定結果は、
毎時１マイクロシーベルト未満であ
り、子どもたちが安心して生活でき
る環境であることを確認することが
できました。

・東日本大震災から１０年が経過し、
測定結果が安定しているため、事業
の実施方法等について検討する必
要があります。

３
・東日本大震災から１０年が経過し
たことから、事業自体の実施の必要
性も含め実施方法等を検討していき
ます。

136

プール水及びプールに堆積し
た汚泥の放射線量の測定

（継続的取組み）

学務課

・市内小・中学校のプールに蓄積した汚泥
の放射線量の測定を実施しました。
※令和２年度はプール学習を実施しな
かったため、プール水の放射性物質検査
は実施しませんでした。

・測定の結果、汚泥の放射線量は、
毎時１マイクロシーベルト未満であ
り、高値は検出されませんでした。

・東日本大震災から１０年が経過し、
測定結果が安定しているため、事業
の実施方法等について検討する必
要があります。

３
・東日本大震災から１０年が経過し
たことから、事業自体の実施の必要
性も含め実施方法等を検討していき
ます。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ３　信頼される学校づくりの推進

施　　策 ４　学校の適正規模・適正配置の推進

成果 課題

１　学校の適正規
模・適正配置の推進

137

学校統廃合等の検討に関する
説明会の開催

（目標年度：令和４年度）

学務課
・上内小学校の統廃合等の検討に関する
説明会等を実施しました。
（６回開催、参加者数延べ８０人）

・上内小学校については、関係学校
などで説明会等を実施し、学校統廃
合に対して認識を深めていただきま
した。

・上内小学校については、保護者等
から意見を伺いながら、統廃合の具
体的な方法を示し、理解を深めてい
ただく必要があります。

Ｂ

・上内小学校については、関係学校
の保護者や地域住民と意見交換の
機会を増やしていく考えです。
・小林小学校の統廃合等の検討に
ついても、令和７年度から複式学級
の編制が見込まれるなど、早急な対
応を要していることから、菖蒲南中
学校関係の進捗を踏まえながら、説
明会等を適宜開催していきます。

138

市立小・中学校学区等審議会
の開催

（目標年度：令和４年度）

学務課

・審議会を年３回開催し、「久喜市立小・中
学校の適正規模・適正配置に関する基本
方針」に基づき、平成２９年５月２４日に諮
問を行った対象校４校について、学校統廃
合等の検討に関する審議を行いました。

・江面小学校の通学区域に関して審
議し、地域性や通学環境などを総合
的に勘案し、適当であるとの答申を
いただくことができました。
・上内小学校の休校措置等に関して
審議し、小規模化の状況を早急に
改善を図る必要があることから、上
内小学校を令和４年４月から休校と
し、上内小学校の児童が鷲宮小学
校に通学することが望ましいとの答
申をいただくことができました。

・上内小学校及び小林小学校に関
する統廃合等の検討については、
関係学校の保護者等の共通理解を
図っている段階で、継続審議中で
す。

Ｂ
・現在諮問している学校統廃合等の
検討対象校２校（小林小、上内小）
について、今後、審議を進めていく
予定です。

139

新校設立準備委員会の開催

（目標年度：令和４年度）
学務課

・江面第一小学校と江面第二小学校の統
合による新校設立準備委員会を設置し、
統合による新校の基本的事項などについ
て検討を進めました。（会議開催回数：４
回）
・菖蒲中学校と菖蒲南中学校の統合によ
る新校設立準備委員会を設置し、統合に
よる新校の基本的事項などについて検討
を進めました。（会議開催回数：３回）

・江面第一小学校と江面第二小学
校の統合による新校江面小学校に
ついては、令和３年４月の開校に向
けた準備を進めることができました。
・菖蒲中学校と菖蒲南中学校につい
ては、新校設立準備委員会で協議
した結果、新校の名称は「久喜市立
菖蒲中学校」と決定され、久喜市議
会令和３年２月定例会において、久
喜市立学校設置条例の改正につい
て可決をいただくことができました。

・今後、新校の校章・校歌に関する
検討や、開校に向けた準備などを円
滑に進め、子どもたちの教育環境を
十分に整える必要があります。

Ｂ
・菖蒲中学校と菖蒲南中学校につい
ては、令和４年４月の新校開校に向
けて遺漏なく準備する予定です。

140

任期付市費負担教職員の任用

（継続的取組み）
指導課

・任期付市費負担教職員を、江面第二小
学校に1名配置しました。

・市内小学校の児童減少に伴う複式
学級を回避することができ、円滑な
学校運営ができました。

・市内小学校の児童減少に伴う複式
学級を回避していくために、児童数
の推移を注視していくとともに、複式
学級対象となりうる可能性がある場
合は教職員を確保する必要があり
ます。

３
・市内小学校の児童減少に伴う複式
学級を回避し、円滑な学校運営を進
めていくにあたり、児童数の推移に
注視していく必要があります。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ３　信頼される学校づくりの推進

施　　策 ５　学校施設・設備の整備・充実

成果 課題

１　学校施設の非構
造部材の耐震化の
推進

141

非構造部材の耐震化の実施
防災機能の強化
※再掲（連番No.１４３）

（目標年度：令和５年度）

教育総務課

・屋内運動場等の天井や照明器具等の非
構造部材改修工事の設計及び工事を実
施しました。
【対象施設】
・設計　江面第一小学校、砂原小学校、太
東中学校
・工事　江面第一小学校

・屋内運動場の非構造部材耐震化
工事において、砂原小学校及び太
東中学校については設計業務委託
が完了し、翌年度に実施する工事
の準備ができました。また、江面第
一小学校については工事が完了
し、学習環境の整備及び安全を図る
ことができました。

・改修工事にあたっては、小・中学
校の授業や行事等を考慮して、余
裕のある工期の設定に努めること
が必要です。

Ｃ
・改修工事未実施の小学校１１校及
び中学校５校について、実施に向け
て関係部局と協議し、設計業務及び
工事を行っていきます。

２　学校施設の計画
的な改修

142

プール改修工事等の実施

（目標年度：令和４年度）
教育総務課

・老朽化したプールの改修工事の設計及
び工事を実施しました。
【対象施設】
・設計　久喜東小学校
・工事　青毛小学校

・久喜東小学校プール改修工事設
計業務が完了し、翌年度に実施す
る工事の準備ができました。
・青毛小学校プール改修工事が完
了し、学習環境の整備及び安全を
図ることができました。

・改修工事にあたっては、学校の授
業や行事等を考慮して、余裕のある
工期の設定に努めることが必要で
す。

Ａ
・改修工事未実施の小学校１校につ
いて、実施に向けて関係部局と協議
し、設計業務及び工事を行っていき
ます。

143

非構造部材の耐震化の実施
防災機能の強化
※再掲（連番No.１４１）

（目標年度：令和５年度）

教育総務課

・屋内運動場等の天井や照明器具等の非
構造部材改修工事の設計及び工事を実
施しました。
【対象施設】
・設計　江面第一小学校、砂原小学校、太
東中学校
・工事　江面第一小学校

・屋内運動場の非構造部材耐震化
工事において、砂原小学校及び太
東中学校については設計業務委託
が完了し、翌年度に実施する工事
の準備ができました。また、江面第
一小学校については工事が完了
し、学習環境の整備及び安全を図る
ことができました。

・改修工事にあたっては、小・中学
校の授業や行事等を考慮して、余
裕のある工期の設定に努めること
が必要です。

Ｃ
・改修工事未実施の小学校１１校及
び中学校５校について、実施に向け
て関係部局と協議し、設計業務及び
工事を行っていきます。

144

校庭の整備

（目標年度：令和３年度）
教育総務課

・緑豊かな教育環境の向上を図るため、
前年度までに芝生化した学校の校庭につ
いて、維持管理を実施しました。
【対象施設】桜田小学校、江面第二小学
校、小林小学校

・緑豊かな校庭で、教育環境の向上
を図ることができました。

・芝生化施工後の維持管理を要す
るため、新規に芝生化を希望する学
校が少ない状況です。 Ａ

・子どもたちがみどりにふれあう環
境を創出するため、学校と協議しな
がら整備を進めていきます。

145

バリアフリー化の推進

（継続的取組み）
教育総務課

・三箇小学校トイレ改修工事において、多
目的トイレを設置しました。
・太東中学校大規模改造工事において、
多目的トイレ及びスロープを設置しまし
た。

・三箇小学校トイレ改修工事におい
て、多目的トイレを、また、太東中学
校大規模改造工事において、多目
的トイレ及びスロープを設置し、学
校環境の整備を図ることができまし
た。

・バリアフリー化の整備が必要な学
校はあるが、財政面から多数の学
校の整備は施工できない状況です。 ３ ・関係部局と協議し、順次整備がで

きるよう計画していきます。

146

トイレの計画的な改修

（目標年度：令和１１年度）
教育総務課

・トイレの使用に問題がある学校及び老朽
化したトイレの改修工事を実施しました。
【対象施設】三箇小学校、太東中学校

・三箇小学校トイレ改修工事、太東
中学校大規模改造工事内でのトイ
レ改修工事を実施し、学校環境の整
備を図ることができました。

・多額の工事費を要することから、
計画的な改修が必要です。 Ｂ

・整備計画を策定したことから、実施
に向けて関係部局と協議して、設計
業務及び工事を行っていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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連
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新
規
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147

学校施設の大規模改造の実施

（継続的取組み）
教育総務課

・老朽化した施設及び統合する施設の整
備を進めるため、大規模改造の設計及び
工事を実施しました。
【対象施設】
工事　太東中学校、江面第一小学校管理
普通教室棟
設計　江面第一小学校特別教室棟

・太東中学校及び江面第一小学校
管理普通教室棟大規模改造工事に
おいて、学校環境の整備を図ること
ができました。
・江面第一小学校特別教室棟大規
模改造工事の設計業務が完了し、
翌年度に実施する工事の準備がで
きました。

・多額の工事費を要し、学校統廃合
の進捗や久喜市公共施設個別施設
計画の策定に合わせて、計画的な
改修が必要です。

３ ・関係部局と協議し、順次工事が実
施できるよう計画していきます。

148

空調設備の整備

（継続的取組み）
教育総務課

・新たに開設する通級教室及び学級増と
なった教室に空調設備設置工事を行いま
した。
【対象施設】鷲宮小学校、鷲宮東中学校

・鷲宮小学校及び鷲宮東中学校の
教室に空調設備を設置し、学習環
境の整備及び猛暑対策を図ること
ができました。

・設置工事にあたっては、小・中学
校の授業や行事等を考慮し、暑くな
る前に設置できるよう工期の設定に
努める必要があります。

３
・翌年度の増加学級の照会を行い、
設置が必要な教室数を把握し、設
計業務及び工事を行っていきます。

149

市内小・中学校の小規模化に
伴う教育環境の整備
　
（継続的取組み）

○ 教育総務課

・江面第一小学校と江面第二小学校の統
合に伴い、新校江面小学校管理普通教室
棟の大規模改造工事を実施しました。
・菖蒲中学校と菖蒲南中学校の統合に伴
い、新校菖蒲中学校大規模改造工事の設
計業務を実施しました。

・江面第一小学校管理普通教室棟
の大規模改造工事を実施し、新校
江面小学校として活用するための、
学習環境の整備を図ることができま
した。
・菖蒲中学校大規模改造工事の設
計業務を実施し、翌年度に実施する
工事の準備ができました。

・学校統廃合の進捗や久喜市公共
建築物個別施設計画に合わせて、
計画的な改修が必要です。 ３ 関係部局と協議し、順次整備できる

よう計画していきます。

３　学校ＩＣＴ、教育
情報ネットワークの
活用

150

校務用パソコンの活用

（継続的取組み）

指導課
学務課

・一人一台の情報端末を有効に活用し、
校務の効率化に取り組みました。

・校務用パソコンを活用することで、
日々の学習活動の週案や保護者配
布文書の作成といった作業の効率
化が図られました。

・パソコン及びソフトウェアに関する
教職員の習熟度向上を図る必要が
あります。 ３ ・今後も学校からの要望を校務用パ

ソコンに取り入れていきます。

151

タブレット端末を活用した学習
の推進と学習用パソコン（タブ
レット端末）充実
※再掲（連番No.４９）
　
（継続的取組み）

指導課
学務課

・Chromebookの基本操作各種ツールを活
用した学びのデザインについて研修会を
実施しました。
（実施校34校、参加者数107人）
・Chromebookを市内全児童生徒分が整備
され、児童生徒に貸与した。
・児童生徒が、タブレット端末を利用した個
別最適な学びと協働的な学びに生かせる
よう取組みを推進しました。

・Chromebookを活用した授業開きを
通してChromebookの活用と授業の
アイデアについて共有することで、
取組みを推進することができまし
た。

・教員ごとにタブレット端末を活用す
る頻度に差があります。
・学校の通信環境の更なる充実を図
る必要があります。

３
・全ての教員に活用してもらうよう、
研修会を工夫します。
・活用事例をもっと手軽に見られる
環境づくりや映像化を進めます。

152

情報セキュリティに関する学習

（継続的取組み）
指導課

・授業や集会等、様々な教育活動の中で
機会を捉えて学習し、教員対象の研修会
を実施し指導力の向上を図りました。
（参加人数２９人）

・各学校において、情報セキュリティ
や情報モラルに対して意識が向上
し、授業や集会等で確実に取り上げ
られるようになりました。

・家庭・地域、企業やその他の専門
機関との連携を図り、協力体制を構
築する必要があります。 ３

・今後も研修会を実施するとともに、
内容の充実が図られるよう企業や
専門機関等との協力体制を構築し
ていきます。
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４　学校教材・備品
の計画的な整備

153

学校教材・備品の計画的な整
備

（継続的取組み）

学務課

・市内小・中学校で使用する教材備品を計
画的に購入し、老朽化等により破損した教
材備品は修繕しました。
・不要となった理科薬剤を処分し、使用で
きなくなったものは入れ替えをして廃棄し
ました。

・学校教材・備品の整備により、学
習効果が高まりました。

・教材備品について適切に管理・整
備していく必要があります。 ３

・今後も計画的に教材備品の購入・
更新・廃棄を実施し、教育環境の整
備を図ります。

５　学校図書館の充
実

154

図書館担当教員を対象とした
研修会等の実施

（継続的取組み）

指導課

・市内小・中学校に設置した図書管理シス
テムの機能充実を図るため、サポート
サービスを利用し、活用及び操作方法の
説明を行いました。

・システム操作の習熟を図ることで、
学校図書館を円滑に運営すること
ができました。

・司書教諭の異動等に伴い、適時、
システムの操作方法の研修や説明
が必要となります。 ３ ・システム操作研修会を実施し、学

校図書館の円滑な運用を図ります。

155

学校図書館図書の適正な蔵書
管理

（継続的取組み）

学務課
指導課

・市内小・中学校に設置した図書管理シス
テムを更新し、適正な蔵書管理を行いまし
た。

・システムの活用により、図書を適
正に管理し、効率的な学校図書館を
運営することができました。
（学校図書館充足率：目標１００％以
上、実績１３３．２％）

・適切な蔵書管理を行うため、シス
テムの安定稼働を図る必要があり
ます。 ３ ・図書管理システムを活用した適切

な蔵書管理を行います。

156

小中学校から排出されたPCB
廃棄物の処理

（継続的取組み）

○ 教育総務課
・市内小中学校に保管してあった高濃度
PCB廃棄物を処理しました。

・高濃度PCB廃棄物を処理すること
ができ、学校環境の整備及び安全
を図ることができました。

・低濃度PCB廃棄物について、計画
的に分析しながら処理する必要が
あります。 ３ ・PCB廃棄物を計画的に処理して、

教育環境の改善を図ります。
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施　　策 ６　学校給食の充実

成果 課題

１　新たな学校給食
センターの整備

157

新たな学校給食センターの整
備

（目標年度：令和３年度）

学校給食課

・令和元年度から令和３年度までの年次
計画により久喜市立学校給食センター新
築工事等を実施しました。
（新築工事定例会議：４９回開催）

・久喜市立学校給食センターの整備
に向け、事業の進捗が図られまし
た。

・令和３年７月末に久喜市立学校給
食センター建設工事が完了するよう
に進捗管理を行う必要があります。
・栗橋西小学校等の配膳室につい
ても、令和３年８月からの学校給食
提供までに工事が完了するよう整備
を行う必要があります。
・学校給食管理システムの導入や
調理用品の購入など施設開設の準
備を確実に行う必要があります。

Ｂ

・令和３年７月末に久喜市立学校給
食センター建設工事が完了するよう
に進捗管理を行っていきます。
・栗橋西小学校等の配膳室につい
ても、令和３年８月からの学校給食
提供までに工事が完了するよう整備
を進めていきます。
・学校給食管理システムの導入や
調理用品の購入など施設開設の準
備を行っていきます。

２　安全・安心な学
校給食の提供

158

安全でおいしい給食の提供、
栄養管理、食材の安全確保等
による学校給食の充実、並び
に食物アレルギーへの対応

（継続的取組み）

学校給食課

・文部科学省が定める学校給食衛生管理
基準に基づき衛生管理を実施しました。
・食材の安全確保のために、農薬及び食
品添加物等の検査を実施しました。
（食品添加物等検査数：２０４検体）
・残量調査や給食日誌等により、喫食状
況の把握を行いました。
・食物アレルギーのある児童生徒には、国
の指針や県、市の対応マニュアルに基づ
き対応を行いました。
（食物アレルギー申請児童生徒数３１１
人）

・衛星管理及び食物アレルギー対
応を実施したことで、安全・安心な給
食を提供することができました。

・安全・安心な学校給食を提供する
ため、衛生講習会の開催や各種研
修の参加により、学校給食従事者
の知識向上、意識高揚を図り、衛生
管理や栄養管理、食物アレルギー
への対応を進める必要があります。

３
・安全・安心な学校給食を提供する
ため、衛生講習会の開催や各種研
修の参加により、学校給食従事者
の知識の向上や意識の高揚を図
り、より充実した学校給食の運営を
行っていきます。

159

季節の食材や行事食、郷土料
理、伝統料理等を採り入れた
給食の提供

（継続的取組み）

学校給食課

・年間指導計画を作成し、季節の食材を計
画的に取り入れました。
・行事食、郷土料理、教科と関連した献立
を市内統一献立として提供しました。
（行事食・郷土料理等の提供回数２７回（３
回/月×９か月））

・季節が感じられる献立や行事等と
関連した献立を提供することで、学
校給食の充実を図ることができまし
た。
・郷土料理の提供により、各地域の
食文化への理解を深めることができ
ました。

・季節が感じられる献立や行事等と
関連した献立を提供することによ
り、児童生徒の学校給食への関心
を高める必要があります。

３
・季節が感じられる献立や行事食、
郷土料理、教科と関連した献立を継
続的に市内統一献立として実施しま
す。

160

学校給食費補助の実施

（継続的取組み）
学校給食課

・学校を通じすべての保護者に制度をお
知らせするとともに、市ホームページへ掲
載し、広く市民に周知しました。
・児童生徒を３人以上養育している保護者
に、上期と下期に分けて補助金を交付しま
した。
（補助金交付者数：３１２人）

・学校給食費補助金を交付したこと
で、保護者の経済的負担を軽減し、
子育て支援の推進が図られました。

・学校事務職員や庁内関係課職員
との連携を図り、事務処理の効率化
を図る必要があります。 ３

・保護者の経済的負担を軽減するた
め、引き続き、事業を実施していき
ます。

３　食育の推進 161

予定献立表や給食だよりの配
布及び予定献立表や給食写真
のホームページへの掲載

（継続的取組み）

学校給食課

・児童生徒の家庭に予定献立表及び給食
だよりを配布しました。（予定献立表１０
回、給食だより９回）
・予定献立表及び給食写真をホームペー
ジに掲載しました。

・予定献立表及び給食だよりの配
布、ホームページへの掲載を通じ
て、望ましい食生活の知識の普及・
啓発を図ることができました。

・児童生徒や保護者に対して、食生
活の知識の普及・啓発を図るため、
予定献立表及び給食だよりの内容
を工夫しながら作成する必要があり
ます。

３
・予定献立表及び給食だよりを配布
するとともに予定献立表及び給食写
真をホームページに掲載し、望まし
い食生活の知識の普及・啓発を図っ
ていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ３　信頼される学校づくりの推進

施　　策 ６　学校給食の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

162

学校給食を生きた教材として活
用

（継続的取組み）

学校給食課

・教科や行事との連携、郷土料理の提供、
地場産農産物の活用、家庭の食事の見本
となるような献立作成等、生きた教材とし
ての学校給食を提供しました。
・献立のねらい等を学校や家庭に周知し、
情報の発信を行いました。

・毎日の学校給食を通じて、望まし
い食習慣の形成を図ることができま
した。
・食経験と併せて食に関する情報を
発信することで、食への興味、関心
をより深めることができました。

・学校給食を通じた望ましい食習慣
を形成するため、食に関する情報発
信を進める必要があります。 ３

・生きた教材として、家庭の食事の
見本となるような学校給食の提供を
するとともに、給食だよりにより食に
関する情報発信を行っていきます。

163

地産地消の推進

（継続的取組み）
学校給食課

・地場産農産物を使用するとともに、情報
の発信を行い、地産地消を推進しました。
（年間使用量４４．３トン、使用割合２０．
７％）
・地産地消推進会議を開催しました。

・地場産農産物を使用した学校給食
を提供することで、地産地消の推進
を図ることができました。
（R２目標値１６．４％、実績値２０．
７％）
・地産地消推進会議を開催し、学校
給食従事者の情報の共有や意識の
高揚が図れました。

・地場産農産物の使用量を増やす
ため、生産者等と連携し、学校給食
における地場産農産物の需給体制
を構築するとともに、需給バランスを
調える必要があります。

４

・地産地消推進会議等を開催し、関
係機関と情報交換や連携等を行うこ
とで、学校給食従事者の情報共有
や意識の高揚を図っていきます。
・学校給食における地場産農産物
の需給体制を構築するとともに、需
給バランスを調え、地場産農産物の
使用量を増やします。

４　学校給食の衛生
管理の徹底

164

学校給食調理従事者等への衛
生管理指導の実施

（継続的取組み）

学校給食課

・学校給食従事者を対象に健康診断（年１
回）及び保菌検査（赤痢菌・サルモネラ属
菌・腸管出血性大腸菌血清型Ｏ-１５７（月
２回）、ノロウイルス（年３回）を実施しまし
た。
・調理業務委託事業者に対しても、健康診
断や保菌検査を実施させました。また、そ
の結果を報告させ、内容の確認を行いま
した。
・衛生管理への理解を深めるため衛生に
関する資料を配付しました。
（１回配付、配付人数１５１人）

・学校給食従事者の健康保持・管理
を行うことで、児童生徒にとって安
全・安心でおいしい学校給食を円滑
に提供することができました。

・健康診断や保菌検査の実施、衛
生講習会の開催により、学校給食
従事者の健康管理や知識の向上を
図り、学校給食衛生管理基準に基
づく、徹底した衛生管理を実施する
必要があります。

３
・継続的に健康診断や保菌検査を
実施し、学校給食従事者の健康保
持・管理を行っていきます。
・衛生講習会を開催し、給食従事者
の知識の向上や意識の高揚を図り
ます。

165

給食施設の整備・点検及び食
品の衛生検査

（継続的取組み）

学校給食課

・委託業者による月１回の点検作業、年２
回の調理場等の害虫駆除、作業動線表の
作成等を行いました。
・食品搬入時において、検収責任者が立
ち合い、検収簿に基づき品名、数量、納品
者、製造者及び所在地、生産地等に関し
て確認・点検を行いました。

・学校給食衛生管理基準に基づき、
施設の整備・点検、食品の衛生検
査等を行い、児童生徒に安全・安心
な学校給食を提供することができま
した。

・安全・安心な学校給食を提供する
ため、学校給食衛生管理基準に基
づく、施設の維持管理や食品衛生
検査を実施する必要があります。

３
・安全・安心な学校給食を提供する
ため、今後も給食施設の点検及び
食品の衛生検査を行っていきます。

５　学校給食食材の
放射性物質検査の
実施

166

学校給食に使用する食材の放
射性物質検査の実施

（継続的取組み）

学校給食課

・鷲宮総合支所で週２回(隔週１回)、１日あ
たり１給食施設の食材３品目及び給食ま
るごと１食分の検査を行いました。
（５６回）
・検査結果について、ホームページに掲載
しました。

・食材の放射性物質検査を行うこと
により、児童生徒に安全・安心な学
校給食を提供することができまし
た。

・引き続き、事業を実施するにあた
り、測定結果の推移等を注視しなが
ら、実施内容や実施方法について、
見直しをする必要があります。

３
・今後とも、運用面の見直しを行うな
ど業務改善を図りながら、事業を実
施していきます。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ４　人権を尊重した教育の推進

施　　策 １　ＰＴＡ・児童生徒・教職員に対する人権教育の推進

成果 課題

１　ＰＴＡ等への人権
教育研修の開催

167

ＰＴＡ等に対して人権教育研修
の開催

（継続的取組み）

生涯学習課
・新型コロナウイルスの感染拡大防止によ
り、ＰＴＡ人権教育研修会は４回とも中止し
ました。

―

・人権教育研修会が新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、４回全て
中止となったことから、今後の開催
について、インターネットでの動画配
信など代替手段による開催方法を
検討する必要があります。

-
・市内小・中学校等のＰＴＡを対象と
したＰＴＡ人権教育研修会について
は、動画配信などの代替手段による
開催方法について検討していきま
す。

２　児童生徒への人
権教育の充実

168

「人権感覚育成プログラム」の
有効的な活用
※再掲（連番No.７７）

（継続的取組み）

指導課

・栗橋南小学校に人権教育を主とした研
究委嘱を行い、「多様な他者を認め合うみ
なみっ子の育成」を研究主題とし、ＥＳＤ教
育をはじめとするSDGｓの視点に立った授
業について研究を行うとともに、「人権感
覚育成プログラム」を活用した授業を行い
ました。

・SDGｓの視点に立った授業実践と
ともに、「人権感覚育成プログラム」
を活用した授業を実践することがで
きました。

・「人権感覚育成プログラム」を生か
した授業等を積極的に実践していく
よう、今後も普及・活用していくよう
努める必要があります。

３
・「人権感覚育成プログラム」の一層
の活用を推進するため、研修会へ
の参加を推進していきます。

169

人権文集「えがお」の作成と積
極的な活用
※再掲（連番No.７５）

（継続的取組み）

指導課

・人権文集「えがお」を編集し、市内全児童
生徒に配布しました。
・各学校において人権文集「えがお」を発
達段階に応じて活用し、人権教育を推進し
ました。

・人権作文や人権標語を書くことを
通じて、児童生徒一人ひとりの心を
耕すことができました。
・人権文集「えがお」を活用し、児童
生徒の人権意識を高めることができ
ました。

・今後も継続して人権に関わる理解
や、人権意識を高めていく必要があ
ります。 ３

・学校行事や道徳、特別活動等で人
権作文の効果的な活用を進めま
す。

３　教職員への人権
教育研修の開催

170

転入・新採用教職員学校同和
教育現地研修会の実施
※再掲（連番No.７１）

（継続的取組み）

指導課
・夏季休業中に転入・新採用教職員を対
象に、現地研修会を２回開催しました。
(参加者数57名）

・転入・新採用教職員が、差別の現
実を学び、同和問題についての認
識を深めることができました。

・転入・新採用教職員が様々な人権
問題についての正しい理解を深め、
人権感覚をより磨いていくため、今
後も継続して実施する必要がありま
す。

３
・次年度も、夏季休業中に転入・新
採用教職員を対象に、現地研修会
を２回開催します。

171

教職員人権教育研修会の実施
※再掲（連番No.７２）

（継続的取組み）

指導課

・夏季休業中に全教職員を対象に、｢これ
からの人権教育について｣を演題として、
教職員人権教育研修会を４回開催しまし
た。
(参加者数７５７名
 会場１０５名、オンライン６５２名）

・全教職員が参加することにより、教
職員の人権教育の一層の推進に役
立てることができました。

・全教職員が人権感覚をより高める
ため、正しい理解のもと指導に当た
ることができるよう、今後も継続して
実施する必要があります。

３
・次年度も、夏季休業中に全教職員
を対象に、教職員人権教育研修会
を４回開催します。

172

校長同和教育研修会の実施
※再掲（連番No.７３）

（継続的取組み）

指導課
・市内小・中学校長を対象に、校長同和教
育研修会を開催しました。

・市内全小・中学校長が参加するこ
とにより、差別の実態を学び、部落
差別の解消を目指す学校同和教育
の一層の推進に役立てることができ
ました。

・校長が様々な人権問題についての
正しい理解を深め、人権感覚をより
高めるため、今後も継続して実施す
る必要があります。

３
・次年度も、市内小・中学校長を対
象に、校長同和教育研修会を開催
します。

173

人権教育教職員啓発資料「あ
おぞら」の作成
※再掲（連番No.７４）

（継続的取組み）

指導課

・教職員人権教育啓発資料｢あおぞら｣を９
月と３月の２回発行し、全教職員や市内公
共施設にも配布しました。
・授業等に活用し、人権意識の啓発を図り
ました。

・全教職員への配布により、教職員
の人権意識を高めることができまし
た。
・市内公共施設に配布し、学校にお
ける人権教育の実施状況につい
て、理解を広めることができました。

・全教職員が人権感覚をより高める
ため、今後も継続して作成する必要
があります。 ３

・次年度も、教職員人権教育啓発資
料｢あおぞら｣を９月と３月の２回発
行し、全教職員や市内公共施設に
も配布します。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ４　人権を尊重した教育の推進

施　　策 ２　家庭・地域における人権教育の推進

成果 課題

１　人権教育事業の
推進

174

人権啓発冊子「久喜市の社会
人権教育」の発行

（継続的取組み）

生涯学習課

・人権啓発冊子「久喜市の社会人権教育」
を発行し、人権教育の取組み結果を広く
市民に配布し、人権教育・啓発を図りまし
た。
（２，０００部発行）

・市内小・中学校、幼稚園、教育集
会所運営委員等に配布し、生涯学
習における人権教育の実施状況に
ついて、理解を深めることができまし
た。

・人権啓発冊子「久喜市の社会人権
教育」は、発行・配布するだけにとど
まらず、学校等における人権教育の
中で活用してもらう必要があります。

３
・人権啓発冊子「久喜市の社会人権
教育」を、各学校や幼稚園の授業で
活用してもらえるように、引き続き、
校長会等を通じて働きかけていきま
す。

２　教育集会所の整
備充実

175

教育集会所の改修の実施

（目標年度：令和１０年度）
生涯学習課

・老朽化している野久喜集会所と内下集
会所を維持管理するための修繕を行いま
した。

・野久喜集会所の屋根及び窓枠、内
下集会所の非常灯照明交換など必
要な修繕を行い、適切な維持管理
ができました。

・野久喜集会所、内下集会所の施
設本来の機能を維持していくため
に、今後も必要に応じて設備等の改
修を行っていく必要があります。

Ｂ
・野久喜集会所、内下集会所とも
に、老朽化が進んでおりますが、今
後は、市公共施設個別施設計画に
基づく、集会所の統合や地元譲渡を
進めるため、施設の維持管理上必
要な修繕を行っていきます。

３　教育集会所事業
の充実

176

各種教室・講座、交流事業の
実施

（継続的取組み）

生涯学習課

・各教育集会所において、各種教室・講
座、交流事業を実施しました。
（参加者数：野久喜集会所５２３人、内下
集会所３４人)

・新型コロナウイルス感染症の影響
により、一部事業が中止となったた
め、参加者数が減少しましたが、実
施しました各種教室･講座や市内の
教育集会所交流事業等を通じ、地
域住民の人権意識の高揚、地域住
民相互の交流を図ることができまし
た。

・各教育集会所の各種教室、講座
等は、新型コロナウイルス感染症の
影響により、日程変更や中止となり
参加者数が減少しましたが、十分な
コロナ対策を講じて、市の方針に従
い実施していく必要があります。

３
・緊急事態宣言等により事業の開催
が制限を受ける場合においても、集
会所運営委員会の意見も踏まえな
がら、十分なコロナ対策を講じ、実
施していきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ４　人権を尊重した教育の推進

施　　策 ３　企業・事業者に対する人権教育の推進

成果 課題

１　人権教育講座の
開催

177

企業・事業者を主な対象とし、
人権教育指導者の養成を図る
ため、人権教育講座の開催

（継続的取組み）

生涯学習課

・人権教育指導者の養成を図るため、企
業・事業者を主な対象として社会人権教
育指導者養成講座を開催しました。
（参加者数１１７人）

・新型コロナウイルス感染症対策
で、入場人数を制限しましたが、企
業･事業者から多くの参加をいただ
いたことで、人権問題に対する正し
い理解と認識を深め、差別意識の
解消に努めることができました。

・企業･事業者が自らの事業所内で
人権教育に取り組んでいけるように
していく必要があります。 ３ ・今後も企業・事業者を対象に人権

教育講座を開催していきます。

２　人権教育指導者
の養成

178

人権啓発冊子、人権啓発品の
活用

（継続的取組み）

生涯学習課
・人権啓発冊子、人権啓発品を社会人権
教育指導者養成講座等において活用しま
した。

・社会人権教育指導者養成講座等
の参加者に人権啓発冊子や人権啓
発品を配布することで、企業や事業
者への啓発をするとともに、人権教
育指導者の養成につなげることがで
きました。

・新型コロナウイルス感染症の影響
により、講座等の開催ができない場
合における人権啓発冊子、人権啓
発品の配布などによる効果的な啓
発を検討する必要があります。

３
・研修会や講座などを通して、人権
啓発冊子や人権啓発品の効果的な
活用を進めていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ５　豊かな生き方を築く生涯学習の推進

施　　策 １　多彩な生涯学習機会の提供

成果 課題

１　生涯学習の機会
の充実

179

子ども大学くきの実施

（継続的取組み）
生涯学習課

・久喜青年会議所や平成国際大学、教育
委員会が連携して、企画・運営を図り、子
どもの知的好奇心を刺激する学びの機会
を提供するため、「子ども大学くき」を実施
しました。
開催日程：１１月８日（日）、１５日（日）、２２
日（日）　全３日間
対象者：小学４年生～６年生
参加者数：５３人

・異なる学年の子どもたちが、大学
教授や専門家の先生から、学校で
は体験できない学習や実習を受け
ることで、子どもたちの学ぶ力や生
きる力を育み、知的好奇心の高揚
が図られました。

・「生き方学」「はてな学」のみなら
ず、久喜の歴史や文化に関する「ふ
るさと学」を実施してより幅広い分野
の学びを展開していく必要がありま
す。

３
・参加者数については、大学の会場
により制限がありますが、開催時
期、開催日数、開催場所、内容につ
いては、毎年度検討していきます。

180

生涯学習出前講座の実施

（継続的取組み）
生涯学習課

・団体等が主催する学習の場に市職員等
の講師が出向き、市政の説明や、専門的
な知識をいかした説明、実技指導等を実
施しました。
講座メニュー数：６５講座
実施件数：１７件

・市職員等が講師として、市民等へ
学習の機会を提供したことにより、
市政への理解が図られたほか、生
涯学習活動を推進することができま
した。

・コロナ禍で実施が難しかったことも
考えられますが、実施件数が減少し
ているので、市民、学校等への周知
方法を工夫していく必要がありま
す。

３
・実施件数が減少しているため、引
き続き、市民へ「生涯学習出前講
座」のチラシを活用したり、校長会等
で呼びかけたりしながら、参加啓発
を図っていきます。
　また、講座内容の見直しを図り、
魅力ある講座内容としていきます。

２　市民大学・高齢
者大学の充実

181

市民大学講座の充実
※再掲（連番No.２１３）

（継続的取組み）

生涯学習課

・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、６月２７日からスタートしました。特別講
座として学長、副学長の講話や生涯学習
のリーダー育成のためのボランティア体
験、学生自ら企画する企画講座等を実施
しました。
（１年生：２０講座５人、２年生：１２講座１１
人）

・生涯学習活動やボランティア活動
等を通じて、地域コミュニティづくり
の担い手及びリーダーとしての素養
を高めることができました。

・市民大学生の新入生を増やすこと
に加え、市民のニーズを把握して、
魅力ある講座内容にしていく必要が
あります。

３
・生涯学習施設を積極的に活用し、
市民大学・大学院の講座内容や運
営方法などの充実を図っていきま
す。
　また、新入生の募集方法について
検討していきます。

182

市民大学公開講座の充実
※再掲（連番No.２１４）

（継続的取組み）

生涯学習課

・公開講座を久喜地区３回、菖蒲地区２
回、栗橋地区１回の計６回開催しました。
主な講座として、「本多静六博士と渋沢栄
一」「菖蒲の遺跡と文化財」等、久喜の歴
史や文化、自然環境や健康福祉等をテー
マに実施しました。
（一般参加者数６１人）

・公開講座を実施することにより、市
民大学生以外の市民にも聴講して
いただき、市民大学の講義の状況、
活動の様子等を知ってもらう機会を
提供することができ、令和元年度よ
り参加者が増加しました。

・魅力ある講座にしていくこと、また、
市民に広く周知していく必要があり
ます。 ３

・今後も４地区で開催し、アンケート
を実施して、参加者のニーズに合わ
せた内容となるように充実を図って
いきます。

183

高齢者大学講座の充実
※再掲（連番No.２１５）

（継続的取組み）

生涯学習課

・食生活や体力づくり、環境問題、介護問
題など実生活に即した講座等を実施しまし
た。
（１年生：１３講座５５人、２年生：１２講座４
５人、３年生：１２講座３９人、４年生：１２講
座３６人）

・アンケートの集計結果から講座満
足度が概ね好評との結果を得ること
ができました。

・学生数の減少や、途中で退学して
しまう学生も少なくないため、講座内
容を更に充実していく必要がありま
す。

３
・生涯学習施設を積極的に活用し、
高齢者大学の講座内容や運営方法
などの充実を図っていきます。
　また、新入生の募集方法について
検討していきます。

184

学校行事（体育祭、作品展示
会、音楽芸能祭等）の充実
※再掲（連番No.２１６）

（継続的取組み）

生涯学習課

・学校行事としてクラス別に作品展示会を
実施しました。体育祭やグラウンドゴルフ
大会、音楽芸能祭は新型コロナウイルス
感染症予防のため、中止となりました。

・期間を決めてクラス別で開催する
など、開催方法を工夫し作品展示会
を開催することができました。

・正副委員長の意見も参考に、各学
校行事について、開催時期や内容
等、検討していく必要があります。 ３

・学生ニーズにあった魅力ある行事
となるよう、学生の意見も参考に、
内容の充実を図っていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ５　豊かな生き方を築く生涯学習の推進

施　　策 １　多彩な生涯学習機会の提供

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

185

自主活動（クラブ活動、ボラン
ティア活動）の充実
※再掲（連番No.２１７）

（継続的取組み）

生涯学習課

・クラブ活動を通し、趣味活動を積極的に
支援しました。
・ボランティア推進委員会による公共施設
等の草取りやイベントへの参加協力は新
型コロナウイルス感染症の影響により、実
施できませんでした。

・クラブ活動では、限られた環境の
中、同好者が集い、健康で豊かな活
動をするとともに、友情の輪を広げ
ることができました。

・ボランティア活動の負担感を軽減
するとともに、活動の充実を図って
いく必要があります。 ３

・学生の負担感に留意し、クラブ活
動とボランティア活動を推進してい
きます。

３　生涯学習情報の
収集と提供

186

生涯学習人材バンクの活用の
促進

（継続的取組み）

生涯学習課

・市民の学習要求に応えるため、豊富な知
識や優れた技術を持った方を生涯学習の
指導者として登録し、申請・要望に応じて
指導者を紹介しました。
（紹介件数：２件、登録者数：２００人）

・生涯学習等の相談者に対し、講座
等を希望する指導者の紹介及び仲
介をすることができました。

・紹介件数が少ないため、人材バン
クを積極的に活用してもらうための
工夫を行っていく必要があります。 ２

・広報紙をはじめ、市ホームページ
や各種事業において人材バンク登
録制度を周知し、登録者の増加とと
もに、制度の活用について市民等へ
周知していきます。

187

生涯学習情報紙（まなびすと久
喜）の発行
※再掲（連番No.１９５）

（継続的取組み）

生涯学習課

・新型コロナウイルス感染症の影響で活動
が制限されたことにより、生涯学習情報紙
「まなびすと久喜」を年１回発行しました。
まなびすと久喜　２０号（１/１発行）
発行部数：各６２，４００部

・全戸配布することにより、市民へ広
く生涯学習の取組みや生涯学習施
設、地域で活動するサークルの紹
介等を情報提供することができまし
た。

・久喜市の生涯学習について、掲載
内容等充実した広報紙となるよう、
生涯学習推進部広報部会と情報を
共有していく必要があります。

３
・「自分づくり・仲間づくり・まちづくり」
の学習情報を市民へ提供できるよ
う、今後も、年２回発行していきま
す。

４　生涯学習研修大
会や生涯学習推進
大会への支援

188

生涯学習研修大会「まなびすと
フォーラム」の実施

（継続的取組み）

生涯学習課
・新型コロナウイルスの感染拡大防止によ
り中止しました。 ―

・開催日数、開催会場等、参加者の
ニーズに合わせた内容にしていくよ
う検討する必要があります。 -

・開催時期や開催内容等について
検討していきます。

189

生涯学習推進大会「まなびすと
久喜」の実施

（継続的取組み）

生涯学習課
・新型コロナウイルスの感染拡大防止によ
り中止しました。 ―

・開催日数、開催会場等、参加者の
ニーズに合わせた内容にしていくよ
う検討する必要があります。 -

・開催時期や開催内容等について
検討していきます。

５　生涯学習活動団
体の活性化の促進

190

社会教育関係団体の補助金交
付

（継続的取組み）

生涯学習課

・青少年や成人に対して社会教育活動を
行う団体を支援しました。
ボーイスカウト補助金 　　　１６０，０００円
子ども会育成連合会補助金２７０，０００円
婦人会連合会補助金　　　　４６０，０００円
ガールスカウト補助金　　　　 ７０，０００円

・コロナ禍で各種団体の事業が制限
された中、団体事業の支援ができま
した。

・事業がより充実していくよう、各種
団体へ事業の日時や事業内容を改
めて見直すことを助言し、継続的に
活動を支援していく必要がありま
す。

３
・各種団体へ助言をしながら、社会
教育関係団体の補助金を交付し、
活動を支援していきます。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ５　豊かな生き方を築く生涯学習の推進

施　　策 ２　保護者の交流機会の提供・支援

成果 課題

１　子育てについて
の意見交換の場の
充実

191

家庭教育学級の実施

（継続的取組み）
生涯学習課

・子育ての悩みや親子の関わり方等につ
いて、仲間とともに話し合える機会を提供
するため、小・中学校のＰＴＡ及び幼稚園、
保育園の保護者会が行う家庭教育活動に
対し、補助金を交付しました。
交付団体数：１２団体（小学校５校、中学
校３校、幼稚園４園）

・講座等の開催により子育てに関す
る学習する機会の提供と保護者同
士の子育ての悩み等の情報共有、
交流を図ることができました。

・保護者同士が安心して交流できる
環境を整えていく必要があります。 ３

・子育て支援の講演会等の開催を
通じ、保護者同士の情報提供と交
流の場の充実を図っていきます。

２　各種講演会等の
充実

192

子育て講座（親の学習）の実施

（継続的取組み）
生涯学習課

・各小学校の就学時健康診断の開催日
に、保護者を対象に、子育てに必要な知
識やスキルを学ぶ「子育て講座」を実施し
ました。
開催日程：１０月、実施校：２３校
参加者：１，１０７人

・家庭教育アドバイザー等による講
義を通じて、保護者一人ひとりが、
親としての役割や責任を自覚し、子
育てに関する必要な知識等の習得
を図ることができました。

・保護者のニーズにあった内容に配
慮していく必要があります。 ３

・子育て中の親が安心して研修会、
講演会などの学びの機会に参加で
きる内容に図っていきます。

193

家庭教育フォーラムの実施

（継続的取組み）
生涯学習課

・新型コロナウイルス感染拡大防止により
中止しました。 ―

・参加者数が増えるような、ニーズ
にあった内容をテーマにするなど開
催方法を検討していく必要がありま
す。

-
・保護者等の負担も踏まえ、家庭教
育学級、子育て講座で内容を補完
できるよう努めていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ５　豊かな生き方を築く生涯学習の推進

施　　策 ３　生涯学習環境の整備・充実

成果 課題

１　生涯学習施設の
建物及び設備の整
備・充実

194

社会教育施設の整備

（目標年度：令和４年度）

生涯学習課
中央公民館

・なし ・なし

・教育委員会の中だけにとどまら
ず、市長部局の各課とも、部局の枠
を超えて検討していく必要がありま
す。

-

・公共施設個別施設計画の中で、行
政サービス、図書館、コミュニティセ
ンターの機能を有する複合施設（栗
橋市民プラザ）の建設が示されたこ
とにより、関係各課と協議を進めて
いきます。

２　生涯学習施設の
利用促進

195

生涯学習情報紙（まなびすと久
喜）の発行
※再掲（連番No.１８７）

（継続的取組み）

生涯学習課

・新型コロナウイルス感染症の影響で活動
が制限されたことにより、生涯学習情報紙
「まなびすと久喜」を年１回発行しました。
まなびすと久喜　２０号（１/１発行）
発行部数：各６２，４００部

・全戸配布することにより、市民に広
く生涯学習の取組みや生涯学習施
設、地域で活動するサークルの紹
介等を情報提供することができまし
た。

・久喜市の生涯学習について、掲載
内容等充実した広報紙となるよう、
生涯学習推進部広報部会と情報を
共有していく必要があります。

３
・「自分づくり・仲間づくり・まちづくり」
の学習情報を市民へ提供できるよ
う、今後も、年２回発行していきま
す。

３　生涯学習セン
ターの整備・充実

196

生涯学習センターの整備

（目標年度：未定）
生涯学習課

・市民の生涯学習を推進する拠点施設と
なるよう、活用方法について生涯学習推
進部委員と検討するとともに、整備方針に
ついて関係部局と検討しました。

・生涯学習施設の活用方法や整備
方針が決まりました。

・生涯学習施設の利用拡大に向け
て検討していく必要があります。
・利用者の交通手段を確保すること
についても課題があります。

Ｂ
・生涯学習の拠点施設として、市の
生涯学習・社会教育の一層の充実
を図ることができるよう、活用方法や
事業内容について検討していきま
す。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ５　豊かな生き方を築く生涯学習の推進

施　　策 ４　公民館活動の充実

成果 課題

１　公民館事業の充
実

197

公民館主催事業の実施

（継続的取組み）
中央公民館

・公民館主催事業として１２事業を実施し、
９５２人の参加がありました。
（中央公民館１事業２０人、南公民館１事
業１６人、西公民館１事業８人、森下公民
館５事業７６人、栗橋公民館２事業７５９
人、鷲宮公民館２事業７３人）

・各公民館が特色ある事業を実施す
ることで、市民の教養を向上させ、
健康の増進、情操の純化を図り、生
活文化の振興に寄与することができ
ました。
・新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、実施した事業数及び参
加者が大幅に減少しました。

・コロナ禍により、徹底した感染防止
対策を行うことができる事業内容と
する必要があります。また公民館単
位で事業の企画・立案を行うため、
同時期に類似事業を開催すること
があります。

３
・今後も市民交流の場と学習の機会
を提供するため、公民館運営委員
制度を活用し、地域のニーズに応じ
た特色のある事業を実施します。

198

久喜市公民館連絡協議会主催
事業の実施

（継続的取組み）

中央公民館

・公民館連絡協議会主催事業として、２事
業を実施しました。
・市民企画事業として、１事業を実施しまし
た。

・各公民館の館長並びに運営委員
の代表委員からなる公民館連絡協
議会が主催する共同事業を実施す
ることで、各公民館の枠を超えた事
業の実施を行うことができました。
・従来型の提供する事業ではなく、
市民が自ら企画、運営する事業を
実施することで、生涯学習を身近に
感じるとともに地域づくりへの参加
の場を提供することができました。

・コロナ禍により、徹底した感染防止
対策を行うことができる事業内容と
する必要があります。また開催につ
いて、市民への周知方法を工夫す
る必要があります。

２
・コミュニティセンター化に伴う公民
館連絡協議会のあり方の検討に合
わせ、事業展開の方向性について
も検討してまいります。

２　公民館運営の充
実

199

公民館施設・設備改修工事等
の実施

（目標年度：令和５年度）

中央公民館

・平成３０年度に、令和５年度までの５か年
計画として見直しを行った各公民館の修
繕計画を、老朽化や不具合の進行具合、
また公共施設個別施設計画で示された各
公民館のコミュニティセンター化に合わせ
一部修繕内容の変更を行い、修繕計画の
方向性を検討しました。

・現時点における各公民館の修繕
計画を把握することにより、公民館
全体として、今後の大規模改修を要
する施設及び修繕内容について緊
急性や優先度合いを検討し、予算
要求に反映することができました。

・コミュニティセンターへの転用後も
利用者が安心して施設を利用できる
よう、現在の各公民館の修繕計画
の見直しを定期的に行う必要があり
ます。

Ｂ
・公共施設個別施設計画で示された
各公民館のコミュニティセンターへ
の転用等に合わせ、各公民館の修
繕計画の方向性を引き続き検討し、
今後の改修工事等の見込について
関係各課と調整を図ります。

200

市民が利用しやすい管理運営
の充実

（継続的取組み）

中央公民館

・各公民館において、施設の適正管理の
ため業務委託や物品の賃貸借を行いまし
た。
・生涯学習や地域活動の情報提供、窓口
や電話での相談の対応、備品の貸出等を
行いました。

・利用者が公民館を快適に利用でき
る環境を維持することができました。
・市民や利用者の相談に対し、職員
や公民館補助委員が適切に応じる
ことができました。

・施設の老朽化等に伴い、業務委託
の内容等を従来以上に精査する必
要があります。 ３

・今後も利用者が公民館を快適に利
用できるよう業務委託等を適切に実
施していきます。
・利用者の相談に対し、引き続き適
切に応じます。

３　公民館の適正配
置の検討

201

公民館の適正配置の検討

（目標年度：令和４年度）
中央公民館 ・なし ・なし

・教育委員会の中だけにとどまら
ず、市長部局の各課とも、部局の枠
を超えて検討していく必要がありま
す。

-
・公共施設個別施設計画の中で、公
民館のコミュニティセンターへの転
用が示されたことを受け、関係各課
と協議を進めていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ５　豊かな生き方を築く生涯学習の推進

施　　策 ５　図書館サービスの充実

成果 課題

１　「久喜市図書館
サービス基本計画」
の推進

202

市民の学習活動・課題解決に
必要な図書館資料の充実

（継続的取組み）

生涯学習課

・生涯学習に即応し、最新の情報を利用
者の多様なニーズに沿って提供するた
め、資料の収集、蔵書の更新（図書資料
（１４，６００冊）、視聴覚資料（３０８タイト
ル））を実施しました。
・利用者の様々な疑問、調べものの課題
解決に役立つ資料や情報を提供し、学習
や調査・研究の支援を行いました。
(レファレンスに対する利用者満足度４９．
３％）

・市内図書館４館のニーズを踏ま
え、各館が横の連携を図りながら各
館の司書が選書を担当することで、
利用者の学習活動・課題解決に必
要な図書館資料の収集をすること
ができました。
・レファレンス研修会へ参加して、専
門能力の向上を図るとともに、専門
職員の養成に努めることで、質の高
いサービスを提供することができま
した。

・選書については、各館で行うだけ
ではなく、引き続き４館の横の連携
を図っていく必要があります。
・除籍については、各館で行うだけ
ではなく、再活用につなげて、できる
限り現物処分を少なくする必要があ
ります。
・質の高いサービスを提供するた
め、職員の専門能力の向上が求め
られています。

３
・選書や除籍については、各館の司
書同士の横の連携を図っていきま
す。
・図書館のレファレンス機能を強化
するとともに、課題解決型サービス
の充実に努めていきます。

203

市内小・中学校との連携の強
化

（継続的取組み）

生涯学習課

・ブックトーク・おはなし会、小中学校への
図書の団体貸出など、定例的な学校訪問
事業の充実や、小学生の図書館見学や中
学生の体験学習等の受入など、学校連携
事業の充実及び実施回数の増などを積極
的に行うことにより、子どもの読書活動を
推進しました。
（学校への団体貸出冊数１，１３７冊）
（学校訪問事業実施学校数２０校）

・学校訪問ブックトークを小学校２３
校のうち２０校で実施することができ
ました。江面第一小、江面第二小、
桜田小の３校については、新型コロ
ナ拡大防止のため訪問を中止しまし
た。ブックトークで紹介した本のリス
トを持って図書館へ借りに来る児童
もいて、児童書貸出数の増加につな
がりました。
・学校との連携を強化することで、児
童生徒の読書傾向や学習内容を把
握し、学校の要望に沿った資料を提
供することができました。

・学校の教科書やカリキュラムに応
じた適正な資料提供（団体貸出）が
行えるよう、教職員と図書館との連
携を強化していく必要があります。

３
・学校訪問ブックトークは、引き続き
全小学校で実施していきます。
・児童生徒の学習支援のため、学校
カリキュラムとの連携を図り、教科
のテーマにあった貸出を実施してい
きます。

204

図書館ネットワーク体制の整
備、連携の実施

（継続的取組み）

生涯学習課

・市民ニーズへの的確な対応や利用の向
上を図るため、他の公共図書館や関連施
設、関係機関・団体とのネットワーク体制
の整備、連携を図りました。
（借受件数２，５６７件）
（人口一人あたりの貸出冊数２．８６冊）

・利用者からのリクエストで、市立図
書館に所蔵していない資料がある
場合も、相互貸借により、利用者へ
提供することができました。

・他の公共図書館や関連施設、関
係機関・団体と連携・協力していく必
要があります。 ３

・今後も県立図書館及び埼玉県内
全域の公共図書館との相互協力体
制により、資料の相互貸借を積極的
に行い、利用者ニーズに応えていき
ます。

205

様々な利用者に対応したサー
ビスの提供

（継続的取組み）

生涯学習課

・活字による読書が困難な利用者への
サービス向上を図るために、大活字図書
（７２冊）の収集を強化しました。
・図書への興味、関心を喚起するイベント
を様々な世代の市民を対象に実施しまし
た。
（図書への興味、関心を喚起する事業へ
の参加人数　１０回実施、参加者数８２人）

・大活字図書を増加して、活字によ
る読書が困難な利用者へ提供する
ことができました。
・様々な世代を意識したイベントを実
施してあらゆる世代の方に来館して
もらうとともに、イベントに関係のあ
る図書等を紹介することで、図書へ
の興味・関心を喚起することができ
ました。

・高齢者や障がい者、外国人などへ
配慮したサービスの提供に努めて
いく必要があります。
・図書への興味・関心を喚起するイ
ベントについては、今後も引き続き
実施していく必要があります。

３
・大活字図書だけではなく、朗読ＣＤ
や点字図書、ＬＬブックなどの収集に
も努めていきます。
・図書への興味・関心を喚起するイ
ベントについては、様々なアイデア
を考えていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ５　豊かな生き方を築く生涯学習の推進

施　　策 ５　図書館サービスの充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

２　「久喜市子ども読
書活動推進計画」の
推進

206

子どもの年齢や発達の段階に
応じた図書資料の整備や事業
の実施

（継続的取組み）

生涯学習課

・乳幼児期から読書に親しむことができる
よう、図書だけではなく、様々な資料を収
集し、子どもの読書環境を整備しました。
（絵本１，４７８冊、紙芝居３３冊）
・読書の動機づけとなる事業を実施しまし
た。
（読書の動機づけとなる事業への参加人
数　１１回実施、参加者１０３人）

・絵本や紙芝居を増加して、乳幼児
やその家族などへ提供することがで
きました。
・子どもの年齢や発達段階に応じた
ブックリストの作成や事業を実施す
ることで、読書の動機づけを行うこと
ができました。

・子どもの年齢や発達の段階に応じ
た資料の整備をしていく必要があり
ます。
・読書の動機づけを行うための事業
については、引き続き実施していく
必要があります。

３
・絵本や紙芝居だけではなく、DVD
などのデジタル資料の収集にも努め
ていきます。
・読書の動機づけを行うための事業
については、様々なアイデアを考え
ていきます。

207

子どもの読書活動への理解や
関心を深めるための啓発事業
の実施

（継続的取組み）

生涯学習課

・子どもたちを本の世界へといざない、お
はなしや絵本の魅力を伝えるため、図書
館、保育園、幼稚園などで「おはなし会」を
実施しました。
（図書館での定例おはなし会８３回実施、
参加者４０９人）

・子どもを対象にしたおはなし会を実
施することで、絵本の魅力や読書の
楽しさを伝えることができました。

・おはなし会については、引き続き
実施していく必要があります。
・おはなし会に協力してくださるボラ
ンティアに対して、人材の育成や情
報提供など、活動を支援していく必
要があります。

３
・おはなし会については、内容の充
実、質の向上に努めていきます。
・ボランティアと連携を図りながら、
スキルアップの研修を実施するなど
活動を支援していきます。

３　こども図書館の
整備

208

こども図書館の整備

（目標年度：未定）
生涯学習課 ・なし ・なし

・市の方針が決定された後、教育委
員会として再検討していく必要があ
ります。 - ・市の方針を注視していきます。

４　図書館施設の充
実

209

指定管理者が行う図書館施
設・設備の修繕

（継続的取組み）

生涯学習課

・図書館利用者が、安全・快適に図書館を
利用できるよう、指定管理者による図書館
施設・設備の修繕等（総額１００万円未満）
を実施しました。
（中央図書館６か所）
（菖蒲図書館１か所）
（栗橋図書室２か所）
（鷲宮図書館６か所）

・施設・設備の修繕を行うことによ
り、図書館利用者が安全・快適に利
用できるようになりました。

・日頃から施設の点検を行い、修繕
箇所を把握していく必要がありま
す。 ３

・修繕箇所の洗い出しをするととも
に、優先順位を付けて修繕を実施し
ていきます。

210

市が行う図書館施設・設備の
改修

（継続的取組み）

生涯学習課

・図書館利用者が、安全・快適に図書館を
利用できるよう、図書館施設・設備の改修
工事等を実施しました。
（中央図書館２か所）
（菖蒲図書館１か所）
（鷲宮図書館１か所）

・施設・設備の工事を行うことによ
り、図書館利用者が安全・快適に利
用できるようになりました。

・日頃から施設の点検を行い、工事
箇所を把握していく必要がありま
す。 ３

・工事箇所の洗い出しをするととも
に、優先順位を付けて工事を実施し
ていきます。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ５　豊かな生き方を築く生涯学習の推進

施　　策 ５　図書館サービスの充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

211

身近で図書館サービスを受け
られるよう、地域で行えるサー
ビスの検討

（継続的取組み）

生涯学習課

・図書館から遠隔地にお住いの方でも、地
域で受けられるサービスを検討しました。
・令和２年３月に導入した電子書籍の閲覧
システムについて、電子書籍コンテンツ数
の増加（１，１３９タイトル）を図り、電子図
書館サービスの強化を図りました。（参考：
令和元年度末１，５３２タイトル　令和２年
度末２，６７１タイトル）

・電子図書館サービスの開始によ
り、インターネットにつながったパソ
コン、スマートフォン、タブレットがあ
れば、図書館に来館することなく、
自宅にいながら読書をすることがで
きるようになりました。

・電子書籍の充実を図り、利用者の
要望に応えていく必要があります。 ３ ・電子書籍については、引き続きコ

ンテンツの充実に努めていきます。

212

「読書のまち」を推進することに
ついての検討

（継続的取組み）

生涯学習課

・「読書のまち」を推進するための検討を
行いました。
・図書館にカフェを設置するため、飲食
コーナーを整備しました。

・飲食コーナーの整備により、快適
でゆとりのある読書空間を提供する
ことができました。

・今後、「読書のまち」を推進していく
ためには、施設面のみならず様々な
事業、サービスを充実させていく必
要があります。

３ ・「読書のまち」を推進するため、
様々なアイデアを考えていきます。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ５　豊かな生き方を築く生涯学習の推進

施　　策 ６　市民大学・高齢者大学の充実

成果 課題

１　市民大学の充実 213

市民大学講座の充実
※再掲（連番No.１８１）

（継続的取組み）

生涯学習課

・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、６月２７日からスタートしました。特別講
座として学長、副学長の講話や生涯学習
のリーダー育成のためのボランティア体
験、学生自ら企画する企画講座等を実施
しました。
（１年生：２０講座５人、２年生：１２講座１１
人）

・生涯学習活動やボランティア活動
等を通じて、地域コミュニティづくり
の担い手及びリーダーとしての素養
を高めることができました。

・市民大学生の新入生を増やすこと
に加え、市民のニーズを把握して、
魅力ある講座内容にしていく必要が
あります。

３
・生涯学習施設を積極的に活用し、
市民大学・大学院の講座内容や運
営方法などの充実を図っていきま
す。
　また、新入生の募集方法について
検討していきます。

214

市民大学公開講座の充実
※再掲（連番No.１８２）

（継続的取組み）

生涯学習課

・公開講座を久喜地区３回、菖蒲地区２
回、栗橋地区１回の計６回開催しました。
主な講座として、「本多静六博士と渋沢栄
一」「菖蒲の遺跡と文化財」等、久喜の歴
史や文化、自然環境や健康福祉等をテー
マに実施しました。
（一般参加者数６１人）

・公開講座を実施することにより、市
民大学生以外の市民にも聴講して
いただき、市民大学の講義の状況、
活動の様子等を知ってもらう機会を
提供することができ、令和元年度よ
り参加者が増加しました。

・魅力ある講座にしていくこと、また、
市民に広く周知していく必要があり
ます。 ３

・今後も４地区で開催し、アンケート
を実施して、参加者のニーズに合わ
せた内容となるように充実を図って
いきます。

２　高齢者大学の充
実

215

高齢者大学講座の充実
※再掲（連番No.１８３）

（継続的取組み）

生涯学習課

・食生活や体力づくり、環境問題、介護問
題など実生活に即した講座等を実施しまし
た。
（１年生：１３講座５５人、２年生：１２講座４
５人、３年生：１２講座３９人、４年生：１２講
座３６人）

・アンケートの集計結果から講座満
足度が概ね好評との結果を得ること
ができました。

・学生数の減少や、途中で退学して
しまう学生も少なくないため、講座内
容を更に充実していく必要がありま
す。

３
・生涯学習施設を積極的に活用し、
高齢者大学の講座内容や運営方法
などの充実を図っていきます。
　また、新入生の募集方法について
検討していきます。

216

学校行事（体育祭、作品展示
会、音楽芸能祭等）の充実
※再掲（連番No.１８４）

（継続的取組み）

生涯学習課

・学校行事としてクラス別に作品展示会を
実施しました。体育祭やグラウンドゴルフ
大会、音楽芸能祭は新型コロナウイルス
感染症予防のため、中止となりました。

・期間を決めてクラス別で開催する
など、開催方法を工夫し作品展示会
を開催することができました。

・正副委員長の意見も参考に、各学
校行事について、開催時期や内容
等、検討していく必要があります。 ３

・学生ニーズにあった魅力ある行事
となるよう、学生の意見も参考に、
内容の充実を図っていきます。

217

自主活動（クラブ活動、ボラン
ティア活動）の充実
※再掲（連番No.１８５）

（継続的取組み）

生涯学習課

・クラブ活動を通し、趣味活動を積極的に
支援しました。
・ボランティア推進委員会による公共施設
等の草取りやイベントへの参加協力は新
型コロナウイルス感染症の影響により、実
施できませんでした。

・クラブ活動では、限られた環境の
中、同好者が集い、健康で豊かな活
動をするとともに、友情の輪を広げ
ることができました。

・ボランティア活動の負担感を軽減
するとともに、活動の充実を図って
いく必要があります。 ３

・学生の負担感に留意し、クラブ活
動とボランティア活動を推進してい
きます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ５　豊かな生き方を築く生涯学習の推進

施　　策 ７　放課後子ども教室の推進

成果 課題

１　放課後子ども教
室の推進

218

学校・家庭・地域が連携し、子
どもたちが健やかにはぐくまれ
る環境づくりの推進

（継続的取組み）

生涯学習課

・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、９月以降の開校となりました。２３校中
７校は中止、１６校が感染症対策を講じ、
オンラインや動画配信など工夫した講座も
見られました。
・運営委員会、実施委員会を開催しまし
た。
（講座数１５７、サポーター数１，１１３人）

・各実施委員会の実施により円滑な
運営に係る情報を相互に共有する
ことができました。
・それぞれのゆうゆうプラザでは、地
域の方と友達と楽しく学んだり遊ん
だりすることができました。

・講座を開催するにあたっての指導
者・サポーターの人材確保、児童が
興味をもつ講座内容の工夫を検討
していく必要があります。
・コロナ禍において、オンラインや動
画配信など、代替手段による開催方
法を検討していく必要があります。

３
・学校・家庭・地域の連携をもとに、
放課後子ども教室の活動の充実を
図っていきます。

219

安全・安心な活動拠点の確保
と調整

（継続的取組み）

生涯学習課

・学校関係者、実施委員、サポーター等を
対象とした他のゆうゆうプラザを参観する
見学会や情報交換会は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により中止となりまし
た。

―

・情報交換会については、内容の検
討や会場の検討、見学会について
は、日程の調整や参加者数が増え
るなど、事業の充実を図っていく必
要があります。

-
・今後も、子どもたちの安全・安心な
活動拠点として、学習やスポーツ・
文化芸術活動、地域住民との交流
活動等の機会の提供を図っていき
ます。

２　放課後子ども総
合プランの推進

220

放課後子ども総合プランの実
現に向けた連携と調整

（継続的取組み）

生涯学習課

・放課後児童健全育成事業（放課後児童
クラブ）と、学習や体験・交流活動などを行
う事業（放課後子ども教室）との連携を図
りました。

・放課後子ども教室を開催するにあ
たり、放課後児童クラブと連携して
実施することができました。

・小学校の余裕教室等の活用や、
教育と福祉との連携方策等につい
て検討していく必要があります。
・放課後児童クラブに参加する多く
の児童が、放課後子ども教室に参
加するように、講座内容等を工夫し
たり、学童との連携を一層図ってい
く必要があります。

３

・学校教育に支障が生じないよう、
余裕教室や放課後等に一時的に使
われていない特別教室等の活用を
促進していきます。
・統廃合が計画されている学校の放
課後子ども教室の運営について、実
施委員会の意向も考慮しながら検
討していきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ６　歴史・文化の継承と活用

施　　策 １　文化芸術団体の育成・支援

成果 課題

１　文化芸術団体の
活動支援及び育成

221

文化団体の育成支援

（継続的取組み）
生涯学習課

・市内４地区の文化団体連合会等に、次
のとおり補助金を交付しました。
①久喜文化団体連合会  　７９９，０８４円
②菖蒲町文化団体連合会 ７１３，９９１円
③栗橋文化協会　            ７５１，０９９円
④鷲宮文化団体連合会  　２６１，６１８円

・４地区の文化団体連合会等に補助
金を交付することで、各団体が市民
文化祭などの文化事業を、自主的
に計画・実施することができました。

・合併後においても、地区ごとの活
動の自主性が強く、文化団体同士
の交流や連携が図られていない状
況です。
文化活動を促進させるため、文化団
体同士の情報交換や交流する場を
設け、横の連携を図っていく必要が
あります。

３
・統合を見据えた文化団体同士の
情報交換や交流について、各地区
の文化団体連合会等の役員と協
議・検討していきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ６　歴史・文化の継承と活用

施　　策 ２　文化芸術活動等の充実

成果 課題

１　文化芸術活動の
成果発表及び鑑賞
する機会の充実

222

美術展（絵画等・書・写真）の実
施

（継続的取組み）

生涯学習課

・美術展を以下のとおり実施しました。
【写真】
開催日：R２．１１．１８（水）～２３（月）
会場：久喜総合文化会館広域文化展示室
（出品数１１９点、入場者数４３６人）
・新型コロナウイルスの感染拡大防止によ
り、【絵画・彫刻・工芸】、【書】については
中止しました。

・文化芸術の分野で活動する方に、
日頃の創作活動の成果を発表する
機会を提供することができました。
・市民に文化芸術を鑑賞する機会を
提供することができました。

・文化団体連合会等の会員以外の
一般の方からの出品につながる周
知方法等を検討していく必要があり
ます。
・絵画、彫刻、工芸、書の分野につ
いては、新型コロナウイルス感染症
の影響により、中止となったことか
ら、今後の開催について、オンライ
ンを活用した実施方法などを検討し
ていく必要があります。

３
・周知方法等についての見直しを検
討していきます。
・新型コロナウイルス感染症の影響
により通常どおりの開催ができない
場合においても、オンラインなどによ
り実施できる方法を検討していきま
す。

223

市民芸術祭の実施

（継続的取組み）
生涯学習課

・新型コロナウイルスの感染拡大防止によ
り中止しました。 ―

・新型コロナウイルス感染症の影響
により、中止となったことから、今後
の開催について、オンラインを活用
した実施方法などを検討していく必
要があります。

-
・新型コロナウイルス感染症の影響
により通常どおりの開催ができない
場合においても、オンラインなどによ
り実施できる方法を検討していきま
す。

224

吹奏楽フェスティバルの実施

（継続的取組み）
生涯学習課

・新型コロナウイルスの感染拡大防止によ
り中止しました。 ―

・新型コロナウイルス感染症の影響
により、中止となったことから、今後
の開催について、オンラインを活用
した実施方法などを検討していく必
要があります。

-
・新型コロナウイルス感染症の影響
により通常どおりの開催ができない
場合においても、オンラインなどによ
り実施できる方法を検討していきま
す。

225

街かどコンサ－トの実施

（継続的取組み）
生涯学習課

・街かどコンサートを以下のとおり実施しま
した。
①R２．１１．２１（土）開催　５５人参加
　会場：久喜総合文化会館ふれあい広場
　内容：バンド演奏
②R２．１２．６（日）開催　３００人参加
　会場：モラージュ菖蒲滝のコート
　内容：バンド演奏
・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、他事業とのコラボ開催（ブルーフェス
ティバル、久喜マラソン）等、予定していた
コンサートの開催ができないものがありま
した。

・市民が気軽に音楽に触れる機会を
提供することができました。
・市民等の音楽演奏愛好者の方に、
活動の場を提供することができまし
た。

・若い世代の演奏登録者の掘り起こ
しをしていく必要があります。
・出演者同士が交流できるような機
会を設定していく必要があります。
・今後の開催について、オンラインを
活用した実施方法などを検討してい
く必要があります。

３

・演奏登録者の募集について、市
ホームページや公共施設へのポス
ター掲示など、積極的な働きかけを
検討していきます。
・出演者同士の横の連携や合奏、あ
るいは助演などの様々な演奏スタイ
ルができるようにするため、交流会
などのような場の設定を検討してい
きます。
・オンラインなどにより実施できる方
法を検討していきます。

２　市民ギャラリー
の設置

226

市民ギャラリーの設置に向けた
検討

（目標年度：未定）

生涯学習課 ・なし ・なし
・市の方針が決定された後、教育委
員会として再検討していく必要があ
ります。 - ・市の方針を注視していきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ６　歴史・文化の継承と活用

施　　策 ３　地域文化資源の発掘

成果 課題

１　調査報告書の刊
行

227

歴史ブックレットの刊行
※再掲（連番No.２２８）

（継続的取組み）

文化財保護課

・『久喜市の歴史と文化財②　鷲宮神社』
を刊行しました。
（刊行部数５００部）
・上記刊行物の電子版を市ホームページ
で公開しました。

・地域の文化資源として活用できる
ようになりました。
・ホームページの掲載により多くの
人に紹介することができました。

・継続的に調査研究を進めていく必
要があります。 ３ ・継続的に刊行できるよう調査研究

を進めていきます。

２　歴史的な地域文
化資源の情報の発
信

228

歴史ブックレットの刊行
※再掲（連番No.２２７）

（継続的取組み）

文化財保護課

・『久喜市の歴史と文化財②　鷲宮神社』
を刊行しました。
（刊行部数５００部）
・上記刊行物の電子版を市ホームページ
で公開しました。

・地域の文化資源として活用できる
ようになりました。
・ホームページの掲載により多くの
人に紹介することができました。

・継続的に調査研究を進めていく必
要があります。 ３ ・継続的に刊行できるよう調査研究

を進めていきます。

３　市史編さんの検
討

229

編さん資料の基礎情報の整理

（継続的取組み）
文化財保護課

・久喜市の歴史等に関係する主要論文等
について、今年度は各地区ごとにテーマを
しぼってデータを整理しました。
　　久喜地区：甘棠院
　　菖蒲地区：栢間古墳群
　　栗橋地区：栗橋宿・栗橋関所
　　鷲宮地区：鷲宮神社

・各地区の貴重な文化財に関係す
る主要論文等を整理することで、職
員間で活用ができるようになりまし
た。

・毎年テーマを絞って、継続的に整
理していく必要があります。
・文化財保護審議会の委員とも情報
共有を図り連携して進めていく必要
があります。

３ ・編さん資料の基礎情報の整理を進
めていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ６　歴史・文化の継承と活用

施　　策 ４　文化財の保存・継承

成果 課題

１　指定文化財の保
護活動への支援

230

指定文化財の管理等に対する
補助等

（継続的取組み）

文化財保護課

・指定文化財の維持等のために所有者・
管理者に交付金を交付しました。
（対象５８件、実績５１件）
・無形民俗文化財等の保存団体等に補助
金を交付しました。
（対象７件、実績７件）

・指定文化財の日常的な維持・管理
に資することができました。
・無形民俗文化財等の継承・伝承に
資することができました。

・文化財を適切に保護するため、継
続的に支援をしていく必要がありま
す。 ３ ・文化財を適切に保護するために継

続的に支援していきます。

２　埋蔵文化財包蔵
地の適切な保存

231

試掘・発掘調査の実施

（継続的取組み）
文化財保護課

・開発行為等により埋蔵文化財が破壊さ
れないように、事前に試掘調査を実施して
埋蔵文化財の所在を確認しました。
（試掘調査件数１０件）

・試掘調査の実施により、埋蔵文化
財包蔵地を適切に保存することがで
きました。

・埋蔵文化財が破壊されてしまわな
いように、開発事業者等と調整を
図っていく必要があります。 ３

・埋蔵文化財が破壊されてしまわな
いように、必要に応じて試掘調査を
実施していきます。

３　指定無形民俗文
化財の後継者育成・
伝承活動への支援

232

郷土伝統芸能の伝承活動支援

（継続的取組み）
文化財保護課

・神楽、獅子舞、囃子等の保存団体が主
体的に実施する伝承活動を支援するた
め、指導者謝金を交付しました。
（対象２０団体、実績９団体、６３回開催）

・新型コロナウイルス感染症の感染
防止対策で伝承活動を縮小あるい
は中止する団体もありましたが、同
対策を徹底しながら実施した保存団
体に対しては、伝承活動を活性化さ
せるとともに、後継者の育成に寄与
することができました。

・対象団体全てが実施するように働
きかけていく必要があります。
・今後も引き続き支援していく必要
があります。

３
・郷土伝統芸能が継続していくよう
に、引き続き伝承活動を支援してい
きます。

233

鷲宮催馬楽神楽伝承教室の開
催

（継続的取組み）

文化財保護課
・９月２日から１１月２７日までの期間の中
で、全１０回開催しました。
（参加者数延べ１００人）

・国の重要無形民俗文化財である
鷲宮催馬楽神楽の後継者育成の一
助とすることができました。

・国の重要無形民俗文化財である
鷲宮催馬楽神楽については、今後
も後継者育成に努めていく必要があ
ります。

３
・後継者育成につながるよう、継続
的に鷲宮催馬楽神楽伝承教室を開
催していきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ６　歴史・文化の継承と活用

施　　策 ５　文化財の活用

成果 課題

１　指定文化財に関
する情報の発信

234

「広報くき」やホームページなど
での情報の発信

（継続的取組み）

文化財保護課

・「広報くき」に毎月「久喜歴史だより」を連
載しました。
（「広報くき」１２回掲載）
・ホームページやＳＮＳで文化財の情報を
発信しました。

・文化財の情報を様々な媒体を用い
て周知することができました。

・引き続き情報を発信していく必要
があります。 ３

・引き続き「広報くき」に連載をしてい
きます。
・引き続きホームページやＳＮＳで文
化財の情報を発信していきます。

235

文化財講座の開催

（継続的取組み）
文化財保護課

・文化財に関する市民向けの講座を企画
していましたが、新型コロナウイルス感染
症の感染防止対策の一環で、事業を中止
しました。

― ・市民の学習ニーズに対応した講座
を開催していく必要があります。 -

・郷土資料館でも毎年歴史講座・基
礎講座を行っていることから、スク
ラップアンドビルドの対象として検討
していきます。

236

市指定文化財「吉田家水塚」の
公開

（継続的取組み）

文化財保護課

・毎週木・土・日曜日に定例の公開を行い
ました。
（公開日９１日／公開予定日１５３日）
・定例公開日以外にも団体見学を随時受
付けました。
（団体見学３件、１５５人）

・毎週木・土・日曜日の定例公開日
のうち、国の緊急事態宣言等に伴う
市の対応方針に基づき６２日を公開
中止とし、９１日を条件（人数・時間）
付きで公開しました。
・上記範囲内において、市指定文化
財を適切に保存・活用し、周知する
ことができました。

・指定文化財として保存を前提とし
ながら見学者を増やしていく必要が
あります。 ３

・指定文化財として保存を前提とし
ながら公開を行い、見学者数が増え
ていくように展示替えや広報を行っ
ていきます。

２　指定文化財の説
明板の整備

237

指定文化財説明板の設置等

（継続的取組み）
文化財保護課

・市指定文化財説明板１件を建替えまし
た。
（会津見送り稲荷）

・現地で文化財を見学する人に文化
財の情報を伝えることができるよう
になりました。

・老朽化している説明板の更新をし
ていく必要があります。 ３

・老朽化している説明板の更新も含
めて、今後も引き続き説明板を設置
していきます。

３　「歴史文化基本
構想」策定の検討

238

文化財調査などの情報整理

（継続的取組み）
文化財保護課

・合併前の旧市や旧町などが過去に刊行
した調査報告書等の情報を整理しました。
・郷土資料館や公文書館などが過去に開
催した特別展等の情報を整理しました。

・埼玉県教育委員会が、令和２年３
月に策定した『埼玉県文化財保存活
用大綱』の参考資料と同種のものを
整理することができました。

・本市の指定文化財に関する主な
参考文献（調査報告書を含む）につ
いても、情報を整理していく必要が
あります。
・本市の未指定文化財に関して、県
などが過去に刊行した調査報告書
の情報を整理していく必要がありま
す。

３ ・文化財調査成果データの整理を継
続的に行っていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

－　54　－ 



久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ６　歴史・文化の継承と活用

施　　策 ６　郷土資料館の充実

成果 課題

１　展示の実施等に
よる所蔵資料の活
用

239

特別展等の開催

（継続的取組み）
文化財保護課

・収蔵品展
①「ちょっとむかしの道具たち」、②「ちょっ
とむかしの道具たちⅡ」を開催しました。
開催期間：①６月２日（火）～９月３０日
（水）、②３月２３日（火）～３月３１日（水）
開催日数：①９７日、②７日
入館者数：①１，１０６人、②１２７人
・スポット展
③「ちょっとレトロなおもちゃ展」、④「新た
な市指定文化財」を開催しました。
開催期間：
③８月１日（土）～９月１１日（金）、④３月２
３日（火）～３月３１日（水）
開催日数：③３５日、④７日

・聖火リレーの実施等に併せて「１９
６４～その時代と久喜～」の特別展
を企画していましたが、東京２０２０
オリンピック・パラリンピックの延期
等により、令和２年度の開催を断念
しました。
・例年に比べて、収蔵品展やスポッ
ト展の回数を多く開催し、新型コロナ
ウイルス感染症による人流抑制対
策に配慮しながら、収蔵資料を紹介
することができました。

・常設展や特別展等の展示の内容
や方法、回数等について、今後も必
要に応じて検討していく必要があり
ます。

３
・今後も、本市の歴史や文化に関す
る調査研究を継続的に進めながら、
収蔵資料を魅力的に紹介していきま
す。

240

久喜市立郷土資料館だよりの
発行

（継続的取組み）

文化財保護課

・「笛の音」の第１１号及び第１２号を作成
し、公共施設への配架や市ＨＰへの掲載
をしました。
・市立図書館と連携して、電子図書館に掲
載しました。

・郷土資料館の活動や所蔵資料を、
多くの市民等に周知することができ
ました。

・内容や紙面の工夫等について、今
後も必要に応じて検討していく必要
があります。 ３

・今後も、郷土資料館の活動や展示
等では活用が難しい魅力ある収蔵
資料などを紹介していきます。

２　市の歴史を紹介
する講座の開催等

241

歴史講座・基礎講座の開催

（継続的取組み）
文化財保護課

・本市の歴史等に関する市民向けの講座
を企画していましたが、新型コロナウイル
ス感染症の感染防止対策の一環で、中止
としました。

― ・市民の学習ニーズに対応した講座
を開催していく必要があります。 -

・文化財保護課でも毎年文化財講
座を行っていることから、スクラップ
アンドビルドの対象として検討してい
きます。

242

古文書学習会の開催

（継続的取組み）
文化財保護課

・年間９回開催しました。
（参加延べ人数２２５人）

・年間１２回の開催を予定していまし
たが、緊急事態宣言等に伴う市の
対応方針に基づき、そのうち３回を
中止としました。
・上記範囲内において、郷土資料館
の収蔵資料を身近に感じていただく
とともに、郷土の歴史や文化に関心
を持ってもらう機会を提供することが
できました。

・受講生には継続的に取り組んでも
らうように働きかける必要がありま
す。
・習熟された受講生には、郷土資料
館の古文書整理ボランティアに登録
してもらうように働きかけていく必要
があります。

３
・本市の歴史や文化への愛着心を
醸成するため、今後も継続的に開催
していきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ７　生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の充実

施　　策 １　スポーツ・レクリエーション施設の充実

成果 課題

１　社会体育施設の
充実

243

社会体育施設の適正な管理・
運営

（継続的取組み）

スポーツ振興
課

・社会体育施設の修繕、改修などを、市が
行いました。
（鷲宮運動広場ナイター照明等交換工事、
菖蒲温水プール昇温用プレート型熱交換
器更新工事、鷲宮温水プール防火シャッ
ター改修工事、菖蒲温水プール高圧機器
等更新工事）
・社会体育施設の軽微な修繕、改修など
を、指定管理者が行いました。
（延べ利用者数１３１，６５０人）

・市と指定管理者が連携して、社会
体育施設利用者の快適な利用環境
を整えることができました。

・予定していない修繕・改修が急に
発生することもあり、日ごろの点検
確認と、早目の準備をしておく必要
があります。

３
・修繕・改修が必要な場所の洗い出
しと、その修繕・改修に必要な予算
の積算、さらには優先順位につい
て、毎年検討していきます。

244

社会体育施設の充実

（目標年度：令和２年度）

スポーツ振興
課

・鷲宮運動広場に設置されている公衆トイ
レの改修工事を行いました。

・施設改修工事を実施したことによ
り、利用者に対する利便性の向上
が図られました。
・令和３年１月３０日に供用を開始し
ました。

・公衆トイレの安全管理を徹底して
いく必要があります。 Ａ ・利用者に対する継続的な利便性

の向上を図っていきます。

２　学校体育施設の
利用の促進

245

学校体育施設の開放促進

（継続的取組み）

スポーツ振興
課

・学校及び利用団体と調整を図りながら、
市内全小・中学校（３４校）の学校体育施
設の開放を実施しました。
（延べ利用者数１１７，１４７人）

・各小・中学校と調整を図りながら学
校体育施設を開放することで、市民
に身近なスポーツ・レクリエーション
の活動の場を提供することができま
した。
・新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、学校体育施設の利用停
止や利用時間を制限したことから、
利用者数が大幅に減少しました。

・学校体育施設の老朽化により、利
用団体からの整備の要望が増えて
きています。 ３

・円滑に学校体育施設開放事業を
推進するため、継続的に学校の行
事予定や利用団体の大会予定など
を把握し、調整を行っていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ７　生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の充実

施　　策 ２　スポーツ・レクリエーション活動への参加機会の充実

成果 課題

１　スポーツ・レクリ
エーション大会・教
室等の充実

246

スポーツ・レクリエーション大
会、教室等の開催
※再掲（連番No.２５６）

（継続的取組み）

スポーツ振興
課

・久喜マラソン大会や綱引大会などのス
ポーツ・レクリエーション大会や教室は、新
型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、中止となりましたが、久喜マラソン大
会の代替え事業として、オンラインマラソ
ンを実施しました。

（参加者数９６６人）

・オンラインマラソンの実施により、
マラソンに親しんでいただくだけでな
く、マラソンを始めるきっかけづくり
や広く久喜市のPRを図ることができ
ました。

・スポーツ・レクリエーション活動に
対する市民ニーズが多様化してい
るため、市民ニーズを把握、反映さ
せて大会や教室を企画していく必要
があります。

３
・全ての市民がライフステージに応
じ、あらゆる機会とあらゆる場所、多
様な関りを通して、スポーツ・レクリ
エーションに親しむことのできる活動
の場、参加機会の充実を図ります。

247

健幸・スポーツ都市宣言記念
講演会や体験教室の開催

（継続的取組み）

○ スポーツ振興
課

・記念講演会については、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大により中止となりまし
た。
・Zoomを活用したオンラインスポーツイベ
ントを実施したほか、動画の製作公開によ
り運動情報を発信しました。

・オンラインなどの新たな手法により
運動・スポーツに関するイベントを実
施し、運動やスポーツに関する情報
を発信して健康の維持に貢献するこ
とができました。

・新型コロナウイルス感染症の収束
しない状況下での運動・スポーツ情
報の発信に更なる工夫が必要で
す。
・忙しい現代人に運動習慣を啓発す
るには、リアルイベントに限界があ
り、オンラインなどの新たな手法を
効果的に活用する必要があります。

３
・オンラインの手法も活用し効果的
な運動・スポーツ情報の発信に努め
ます。

248

スポーツに親しむきっかけの創
出

（継続的取組み）

○ スポーツ振興
課

・実施を検討していたプロスポーツ観戦ツ
アーは、新型コロナウイルス感染症の流
行拡大のため、中止となりました。

―

・新型コロナウイルス感染症の収束
しない状況下でのスポーツ観戦など
のイベントの実施には更なる工夫が
必要です。
・子どもたちがあこがれるスポーツ
にも時代の変化の影響がある中、
変化を的確に捉えてスポーツへの
動機づけとなるような施策が必要で
す。

-
・新型コロナウイルス感染症の対策
を十分に行いながら、スポーツへの
動機づけとなるようなスポーツ観戦
等の施策を展開します。

249

オリンピック聖火リレー・パラリ
ンピック聖火ビジットの開催

（目標年度：令和３年度）

○ スポーツ振興
課

・オリンピック・パラリンピックとも令和3年
に延期となったため、実施しませんでし
た。

・オリンピック・パラリンピックとも令
和３年に延期となり、準備等ができ
なかったことから、成果を挙げること
ができませんでした。

・新型コロナウイルス感染症の拡大
により、リレー等のイベントの安全な
実施が求められます。 Ｃ ・感染症対策を十分に行い、安全な

イベントの実施を図ります。

２　スポーツ・レクリ
エーションに関する
情報収集と広報活
動の充実

250

スポーツ・レクリエーションに関
する情報収集

（継続的取組み）

スポーツ振興
課

・久喜マラソン大会やスポーツ・レクリエー
ション大会や教室は新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため、中止となり、参加
者からの意見収集ができませんでした。

―
・スポーツ・レクリエーションに対する
市民のニーズは多様化しており、
様々な情報収集が必要です。 -

・多くの市民がスポーツ・レクリエー
ション大会・教室等へ参加できるよ
う、情報収集を実施し、市民ニーズ
の把握に努めます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ７　生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の充実

施　　策 ２　スポーツ・レクリエーション活動への参加機会の充実

成果 課題

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容

251

健幸・スポーツ都市宣言周知
看板の設置

（継続的取組み）

○ スポーツ振興
課

・看板及び横断幕・懸垂幕を設置しまし
た。
　看板　3か所（工事費2，178，000円、久
喜総合運動公園・太鼓田公園・東鷲宮駅
東口駅前広場、令和3年3月26日（金）竣
工）
　懸垂幕　3か所（久喜市役所・菖蒲総合
支所・鷲宮総合支所）
　横断幕　3か所（栗橋総合支所・久喜駅
西口デッキ・栗橋駅自由通路）

・看板等の設置により、久喜市が
「健幸・スポーツ都市」宣言を実施し
ていること、及びその趣旨について
一定程度の周知が図れました。

・都市宣言の趣旨普及については、
さらなる施策を展開する必要があり
ます。
・趣旨の普及と合わせて、実際のス
ポーツ環境の向上等の面で都市宣
言の趣旨を具体的にどう生かしてい
くかの方策が求められます。

３
・都市宣言の内容について更に市
民や市外の方に理解していただくよ
う、効果的な発信による周知を図り
ます。

252

健幸・スポーツ都市ロゴマーク
の作成

（継続的取組み）

○ スポーツ振興
課

・ロゴマークのデザインを公募しました。
　期間　令和２年７月１日～３１日
　応募数　１２５作品
・候補作品を５作品に絞り、市民投票を実
施しました。
　投票総数　11，166票

・ロゴマークの公募・市民投票を通じ
て、久喜市「健幸・スポーツ都市」宣
言の趣旨の周知を図ることができま
した。

・都市宣言の趣旨普及については、
さらなる施策を展開する必要があり
ます。
・趣旨の普及と合わせて、実際のス
ポーツ環境の向上等の面で都市宣
言の趣旨を具体的にどう生かしてい
くかの方策が求められます。

３
・都市宣言の内容について更に市
民や市外の方に理解していただくよ
う。効果的な発信による周知を図り
ます。

３　地域における指
導者の資質の向上

253

スポーツ推進委員への研修機
会の充実

（継続的取組み）

スポーツ振興
課

・各種研修会等は、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため、中止となりまし
た。

―

・スポーツ・レクリエーション指導者と
して中心的な役割を担うスポーツ推
進委員には、継続的に研修機会の
充実を図る必要があります。

-
・地域における指導者の育成を推進
するため、研修等の情報提供や研
修機会の充実を図ります。
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ７　生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の充実

施　　策 ３　スポーツ・レクリエーション活動を通じた市民交流の促進

成果 課題

１　久喜マラソン大
会の開催

254

久喜マラソン大会の開催

（継続的取組み）

スポーツ振興
課

・久喜市のスポーツイベントとして、第６回
よろこびのまち久喜マラソン大会開催に向
け準備をしておりましたが、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため中止とな
り、その代替え事業として、オンラインマラ
ソンを実施しました。

（参加者数９６６人）

・オンラインマラソンの実施により、
マラソンに親しんでいただくだけでな
く、マラソンを始めるきっかけづくり
や広く久喜市のPRを図ることができ
ました。

・コースの固定化やスタッフの育成
等、安定した大会運営を図る必要が
あります。 ３

・久喜マラソン大会におけるコース
や部門を固定化し、安定した大会運
営を図ります。

２　地区体育祭の開
催

255

地区体育祭の充実

（継続的取組み）
中央公民館

・８地区において、市民（地区）体育祭を予
定しておりましたが、新型コロナウイルス
感染症の影響により全地区において中止
となりました。
（中央地区、青葉地区、江面地区、清久地
区（清久小学校と合同開催）、東地区、菖
蒲地区、栗橋地区、鷲宮地区）

―

・新型コロナウイルス感染症の影響
の長期化が予想される中、参加者
及び運営側の安全を確保し、安心し
て体育祭が実施される方法を検討
する必要があります。

-

・地区体育祭は、スポーツ・レクリ
エーション活動に親しむ機会と、地
域市民の交流の場を提供する機会
として大きな役割があると考えま
す。
・一方で、コロナ禍の長期化が見込
まれる中、開催可能な体育祭のあり
方を検討してまいります。

３　多くの市民が参
加できるスポーツ大
会等の開催

256

スポーツ・レクレーション大会、
教室等の開催
※再掲（連番No.２４６）

（継続的取組み）

スポーツ振興
課

・久喜マラソン大会や綱引大会などのス
ポーツ・レクリエーション大会や教室は、新
型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、中止となりましたが、久喜マラソン大
会の代替え事業として、オンラインマラソ
ンを実施しました。

（参加者数９６６人）

・オンラインマラソンの実施により、
マラソンに親しんでいただくだけでな
く、マラソンを始めるきっかけづくり
や広く久喜市のPRを図ることができ
ました。

・スポーツ・レクリエーション活動に
対する市民ニーズが多様化してい
るため、市民ニーズを把握、反映さ
せて大会や教室を企画していく必要
があります。

３
・全ての市民がライフステージに応
じ、あらゆる機会とあらゆる場所、多
様な関わりを通して、スポーツ・レク
リエーションに親しむことのできる活
動の場、参加機会の充実を図りま
す。

257

健幸・スポーツ都市宣言ワーク
ショップの開催

（継続的取組み）

○ スポーツ振興
課

・ワークショップは、新型コロナウイルス感
染症の流行拡大のため、中止となりまし
た。

―
・ひとりひとりが自主性に基づく運
動・スポーツ活動を身近な地域でと
もに実施していくことが必要です。 -

・自主性に基づく運動・スポーツ活
動を身近な地域で行うことを促進す
る施策を展開していきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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久喜市教育振興基本計画実施計画で示した取組みにおける点検・評価調書
基本目標 ７　生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の充実

施　　策 ４　スポーツ・レクリエーション団体の育成・支援

成果 課題

１　スポーツ・レクリ
エーション団体の育
成・支援

258

スポーツ・レクリエーション団体
の育成・支援

（継続的取組み）

スポーツ振興
課

・スポーツ・レクリエーション団体の自主的
活動の奨励及び育成・支援を図るため、
各種スポーツ・レクリエーション団体に補
助金を交付し、団体主催による大会、教室
等の事業を支援しました。
【主な補助金交付団体】
スポーツ協会、スポーツ少年団本部、レク
リエーション協会

・各種スポーツ・レクリエーション団
体へ補助金を交付することにより、
事業をはじめとする団体運営を支援
することができました。

・各種団体の活動は、新たにスポー
ツ・レクリエーション活動を始める市
民のきっかけ作りや受け皿として期
待されるため、継続的に支援してい
く必要があります。

３
・スポーツ・レクリエーション団体に
補助金を交付し、団体運営を支援し
ていきます。

２　総合型地域ス
ポーツクラブの創設
支援

259

総合型地域スポーツクラブの
創設支援

（継続的取組み）

スポーツ振興
課

・スポーツ団体との交流の場等で総合型
地域スポーツクラブ創設に意欲的な団体
の情報を収集しました。

・総合型地域スポーツクラブ創設に
意欲的な団体がなく、創設支援がで
きませんでした。

・総合型地域スポーツクラブの創設
について意欲的な団体や個人につ
いて、情報網をはりめぐらしておく必
要があります。

１
・指定管理者や学校体育施設開放
登録団体に、チラシ等を配布して情
報提供を求めていきます。

自己点検・評価
達成度 今後の方向性具体的施策

連
番

取組み
新
規

担当課 取組み内容
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